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○委員長（喜々津英世委員）

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので本日の総務文教常任委員会

を開会いたします。本日は、建設産業部産業振興課所管から審査を始めたいと思います。 

議案の説明を求めます。中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは、平成２７年度長与町一

般会計決算産業振興課所管分につきましてご説明をいたします。早速でございますけれ

ども、事項別明細により説明をさせていただきます。まず２８、２９ページをお開き願

います。１４款県支出金１項３目農林水産業費県負担金第１節農業費負担金の１番下に

ございます８２７万２,１１０円でございますが、中山間地域等直接支払交付金としま

して、急傾斜地である中山間地域において行われる農地の耕作放棄地発生防止に行う活

動組織、町内４集落１１１.９ヘクタールにおいて行われております。国、県それぞれ

３分の１の補助金となっております。次に３０、３１ページをお開き願います。同じく

１番上にございます多面的機能支払交付金の２６８万４１２円と１０３万２,９６０円、

合計３７１万３,３７２円でございますけれども、こちらは農地や道路水路の維持管理

及び長寿命化に伴います国２分の１、県４分の１の交付金でございます。続きまして、

同じくこのページの１番下から始まりますけれども、２項県補助金４目農林水産業費県

補助金１節農業費補助金でございますけれども、この中で農業委員会交付金と次のペー

ジになりますけれども、３２、３３ページの下から２番目の農地集積・集約化対策費補

助金は農業委員会所管となっておるところです。それでは農業費補助金でございます。

３２、３３ページをお開き願います。一番上になりますけれども、１行目の長崎県鳥獣

被害防止総合対策事業補助金の４６万円でございますけれども、これはイノシシ捕獲報

償に伴います１頭あたり５,０００円となっておりまして、県の２分の１の補助を計上

いたしております。ちなみに昨年度はイノシシ１８４頭を捕獲しております。次になり

ます、下の段です。輝くながさき園芸産地振興計画推進事業費補助金の６６万３,００

０円でございますけれども、これは、みかんの品質向上対策によります県の３分の１の

補助金でございます。続きまして、ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金の４４

４万５,５０８円でございますけれども、こちらはワイヤーメッシュ柵１１.５キロの設

置に伴います資材費と、イノシシ捕獲に伴います成獣、大人のイノシシということです

けどですけれども１４０頭、それから幼獣２０頭分の捕獲報奨金で定額補助となってお

るところです。その他産業振興課所管分合計で６６０万４,５０８円となっております。

次に２節林業費補助金のながさき森林づくり担い手対策事業補助金の１５万６,０００

円は南部森林組合の職員の福利厚生費補助金で、県からの３分の１の補助金でございま

す。続きまして３節水産業費補助金の水産多面的機能発揮対策推進交付金の８万６,８

１０円でございますが、これは長与浦におきまして展開中の大村湾再生事業におきます

推進事務費に対する補助金となっております。続きまして３４、３５ページをお願いい



たします。１４款県支出金３項委託金でございますけれども、３目衛生費委託金、鳥獣

捕獲並びに４目農林水産業費委託金、さらに５目商工費委託金が産業振興課所管分でご

ざいまして、合計としまして９万２,０００円となっております。続きまして４２、４

３ページをお開き願います。１９款諸収入３項貸付金元利収入１目１節貸付金元利収入

でございますけれども、産業振興課所管分は１行目の小規模企業振興資金預託金元利回

収金の３,０００万６,０００円と小規模企業創業支援資金預託金元利回収金２,０００

万４,０００円の合計５,００１万円でございます。小規模企業の支援として町内４銀行

に預託を行っておりました。それぞれの回収金となっております。これは年利０.０

２％となっております。同じくこのページの１番下から始まりますけれども、５項１目

１節雑入につきましてご説明いたします。４４、４５ページをお願いいたします。上か

ら４番目になります、ふれあい農園使用料５６万７,０００円は総区画数２９６区画の

うち、契約数２７５区画分でございます。１区画２０平米で、２,０００円掛けるの２

５８区画、それから１区画３０平米が３,０００円の１７区画となっております。次に

上から８行目の火災保険料３０万３,６０８円のうち、８,２４３円が産業振興課分で、

直売所まんてんと三根郷の加工所分となっております。次に上から２２行目となります。

中ほどでございますけれども、雑入の２１万３,８２２円のうち産業振興課分としまし

て、長与スイーツ売上料として１１万円を計上いたしております。次にその６つ下にな

りますけれども、電柱等設置使用料４万８,２３７円のうち、２万２,５７２円が産業振

興課所管分でございまして、岡郷の農産物加工所の敷地にございます岩崎食品と大村湾

産業汽船の看板占用料でございます。次にその４つ下、長崎県町村会物産展事業助成金

の９３万１,２９０円のうち、６４万６,１７０円が当所管分でございまして、東京で開

催されました町市村市及び長崎市で開催されましたラブフェス２０１５での物産展に対

する助成金となっております。続きまして下から６行目の長崎県市町村会振興協会地域

活性化支援事業助成金の３２０万７,７７３円のうち、２６９万２,７７３円が産業振興

課所管分でございまして、長与川まつりと長与シーサイドマルシェ等に対します町のＰ

Ｒ事業に対する助成金となっております。以上で雑入ですけれども産業振興課所管分と

しまして、合計で４０４万６,７５８円となっております。 

続きまして歳出をお願いいたします。５２、５３ページをお願いいたします。２款総

務費１項１目一般管理費の産業振興課所管分としましては、昨年度は秘書広報課で業務

を行っておりました地域振興事業における町が行うイベントやＰＲ活動による業務につ

きまして、９節旅費では支出済額４２３万２,０７０円のうち普通旅費と費用弁償の合

計で５２万６,９９０円、次に１１節需用費では７１７万４,２９９円のうち７８万４,

７２６円、１２節役務費では通信事務費としまして１０万４,０３９円のうち５万３,８

９２円を支出しておりまして事務を遂行しております。 

次に１３節委託料では下から５番目のイメージキャラクター商品等製作委託料３２万

５,６２０円のうち、１９万６,０２０円により各種ミックン缶バッジ等の作成を行って



おります。次に下から２行目の着ぐるみ運営業務委託料として３万８,８８０円、次の

１４節使用料及び賃借料では上から４行目になります用具借上料としまして、物産展参

加時の備品借上代として１１万９,８１０円を支出いたしております。続きまして５４、

５５ページをお願いいたします。同じく１９節負担金、補助金及び交付金では１番下に

なりますけれども、長与シーサイドマルシェ補助金としまして６３万１,０００円を支

出いたしております。以上、２款総務費１項１目一般管理費の産業振興課所管分の合計

額は２３５万１,３１８円となっております。続きまして７０、７１ページをお願いい

たします。同じく１３目地方創生事業費１９節負担金、補助金及び交付金の２行目でご

ざいます。農産物加工施設整備費補助金の３,７３３万８,０００円でございますが、地

域住民生活等緊急支援交付金活用によります加工所建設に伴う国からの３分の２の交付

金でございます。次に７２、７３ページをお開きください。２款総務費２項徴税費１目

税務総務費の１１節需用費の消耗品費１７２万３,８２３円のうち、３万９２０円が産

業振興課所管分でございますが、これはふるさと納税に対します返礼品の購入費となっ

ております。次に１２節役務費では返礼品の送料としまして通信事務費８００円となっ

ております。以上、産業振興課所管分で合計の３万１,７２０円でございます。 

次に１２０、１２１ページをお願いいたします。５款労働費１項３目労働諸費でござ

いますが、９節、１１節、１９節が産業振興課所管分となっております。合計で８１４

万２,８５７円でございますけれども、主な内容では１９節負担金、補助金及び交付金

の８１１万６,２５０円でございます。これは長与時津シルバー人材センターへの事業

に対する補助金となっておりまして、平成２７年度は会員数が３９８人となっており、

そのうち長与町では２８９名の方が会員となられて雇用が図られております。続きまし

て１２２、１２３ページをお開きください。６款農林水産業費１項２目農業総務費でご

ざいますが、２節、３節と次のページになります。１２４、１２５ページの４節につき

ましては、ここでは農林水産課でございますけれども、当時職員７人分の人件費、職員

手当でございます。同じく１２４、１２５ページでございます。８節報償費は実行組合

長への報償費やため池２カ所の管理謝礼金でございます。次に１２節役務費は直売所ま

んてんと加工所の火災保険料となっております。次に３目農業振興費１３節委託料の有

害鳥獣捕獲業務委託料１３６万２，０００円でございますけれども、中彼猟友会長与支

部への捕獲委託料となっております。次に農道等管理委託料でございますが、シルバー

人材センターへ６３万５，７９０円を委託しております。件数は６件となっております。

委託料合計で１９９万７，７９０円となっております。続きまして１２６、１２７ペー

ジをお願いいたします。これは上の方になりますけれども、１５節農道等補修工事費の

８７８万３，５３２円でございますけれども、これはまんてん横の加工所建設にあたり

まして外構舗装工事８７８平米７２２万１，９６０円の他、農道水路等の補修工事費の

合計１３件分でございます。次に１９節負担金、補助金及び交付金でございますが、上

から６、７行目になります。多面的機能支払交付金でございますが、農道水路の維持管



理や農地の保全活動に３５７万３，８８０円と農道水路の改修による施設の長寿命化活

動に１３７万７，２８０円を国２分の１、県、町で４分の１ずつの負担を行っておりま

す。中ほどになります１５行目の長与木場土地改良区農林漁業資金元利償還補助金２，

２５０万３，４９３円と、その下にございます長与岡北土地改良区農林漁業資金元利償

還補助金１，４４２万９，１２７円は県営畑地帯総合整備事業に伴います元利償還補助

金で、償還期間は木場地区が平成３７年度、岡北地区が平成３８年度までとなっており

ます。次にその下になります農道改良舗装事業等農林漁業資金元利償還補助金７０８万

１，２３７円は農道水路などの新設改良に伴います元利償還補助金６件分でございます。 

次に下の方からなります。下から１５行目のブランド商品生産対策事業費補助金の１３

０万８，０００円でございますが、みかんのブランド率向上対策としましてマルチ被覆

資材及びフィガロン購入費の補助で、農業者７０名の方が申請をされ、町６分の１の補

助となっております。次に下から９番目の農産物集出荷施設整備事業費補助金の２６６

万５,０００円でございますが、平成２３年度に建設をされました伊木力選果所建設に

伴う補助金でございます。平成３０年度までの８年間で総額２,１３２万７,０００円を

補助するものでございます。次に下から６番目のながさき鳥獣被害防止総合対策事業費

補助金の４４４万５,５０８円は、歳入でもご説明を申し上げましたワイヤーメッシュ

柵等購入費等の補助金となっております。次にその下の地域営農推進事業費補助金は、

米の生産調整に伴います水田転作に対する助成金でございます。次に１番下になります、

中山間地域等直接支払交付金１,２４０万８,１７３円でございますが、こちらも歳入で

申し上げました、４地区で農業者８０名の方が取り組んでおられます。平成１３年度か

ら継続して取り組まれておりまして、国県町が各３分の１ずつの補助金でなっておりま

す。以上、１９節補助金で合計金額としまして８,０５２万３,０６７円となっておりま

す。続きまして１２８、１２９ページをお開きください。４目畜産費でございます。１

３節家畜診療委託料の３６万円は月１回の獣医師によります巡回指導でございまして、

牛を飼っておられる農家へ法定伝染病予防などの指導を行っていただいております。次

に１３０、１３１ページをお開きください。２項林業費１目１９節負担金補助金及び交

付金の上から３行目でございます。こちらも歳入で申し上げましたながさき森林づくり

担い手対策事業費補助金の３１万２,０００円でございますけれども、長崎南部森林組

合作業員５９名の方の福利厚生事業費の一部補助金で、県、町、組合が各３分の１の負

担を行っております。次に２１節貸付金の林業開発促進資金貸付金の１９万６,０００

円でございますが、長崎県林業公社において事業運営を行うに当たりまして、木材需要

の価格低迷により運営費の財源確保を図るために、県９割、町１割で林業公社へ資金を

貸し付けることにより、運営の支援を行っております。 

続きまして３項水産業費１目１９節負担金、補助金及び交付金の大村湾栽培漁業推進

協議会負担金の１１万３,１４０円でございます。１番下になっております。昨年度は

ヒラメ２,５００尾、ナマコ４,０００尾を長与浦に放流をいたしております。次に１３



２、１３３ページをお開きください。これは１番上の方になりますけれども、水産多面

的機能発揮対策負担金１２５万円は長与浦の海底耕うん客土など大村湾の再生活動を漁

業者総勢４１名で行っていただいております。 

次に７款商工費１目１項商工振興費でございますけれども、こちらも昨年度地域振興

課におきまして、商工の振興に関する業務としまして支出をしております。今回説明し

ます産業振興課所管分では、９節旅費の普通旅費で３万６,８００円のうち２万８,３３

０円、１１節需用費では合計支出額４万２,４０６円のうち２万６,５１１円を支出いた

しております。次に、同じく１９節負担金、補助及び交付金でございますが、上から５

行目の商工会組織支援事業補助金の３００万円は、西彼杵商工会への組織強化と会員サ

ービス向上に対する運営補助金となっております。現在会員数は１,０２４事業所のう

ち、長与町では４７８事業所となっております。次にその下になります、地域の核店舗

創造事業補助金の７５万円でございますが、西そのぎ商工会が行います専門講師派遣に

よる地域の核となる店舗の育成を図る事業への補助で、昨年、時津、長与で各２店舗ず

つが取り組まれております。以上１９節負担金、補助金、交付金の合計で５６８万４９

９円となっております。次に２１節貸付金の小規模企業振興資金預託金３,０００万円

と小規模企業創業支援資金預託金２,０００万円は、小規模事業者への運転資金や設備

投資資金並びに総合支援資金の融資を行うため町内４銀行への預託金となっております。

次に２目観光費でございます。１９節負担金、補助金及び交付金の長与川まつり補助金

４００万円は、川まつり実行委員会への運営補助金でございます。それから１番下の大

村湾沿線観光活性化事業負担金の９万３,０００円は、ＪＲ九州への大村湾沿線自治体

による沿線自治体の観光活性化を目的に観光列車の誘致活動などを行っております。続

きまして１番下の３目地域消費喚起事業費でございますが、産業振興課所管分では、１

１節需要費の印刷製本費３２万９７６円のうち、プレミアム付き商品券発行に伴います

印刷費としまして２２万９,１７６円を支出しております。次に１３４、１３５ページ

をお開きください。１番上にございます１２節役務費の１２万９,３１５円のうち、新

聞折込手数料としまして、チラシの配布として、そのうち８万６,６８８円を支出いた

しております。次の１９節負担金、補助金及び交付金では、いずれも地域活性化地域住

民生活緊急支援交付金によるものとなっておりまして、プレミアム付き商品券発行事業

補助金の４,０６０万１,４８９円は、プレミアム率２０％で５００円券の２４枚セット

で１万６,０００セットの販売を行いまして、プレミアム分としまして３,２００万円の

商品と商品券の印刷費並びに警備費用などの事務費としまして８６０万１,４８９円を

経済対策として活用いたしております。次に、住宅店舗リフォーム助成補助金の９３１

万６,０００円でございますが、これにつきましては、町内業者による住宅店舗のリフ

ォームについて対象工事１０％、工事費限度額としまして１０万円の助成を行うもので、

１１７件の申請がございまして補助を行っております。工事にかかりました総工事費と

しましては、１億５,６８０万９,３１２円のリフォームが行われております。続きまし



て１８４、１８５ページをお開きください。１１節災害復旧費１項１目農業用施設等災

害復旧費でございます。主なもので１５節工事請負費の２３８万３,５６０円でござい

ますけれども、単独災害の農道水路分合計８カ所の災害復旧工事を実施いたしておりま

す。以上、産業振興課所管分の歳出の説明を終わります。 

続きまして１９２ページをお開きください。（４）の出資による権利でございます。

上から長崎県漁業信用基金協会、長崎県農業信用基金協会、長崎県信用保証協会、長崎

県林業公社と２つ下にございます。長崎県漁港漁場協会、次に下から５番目の長崎県産

業振興財団、下から３番目でございます長崎県農林水産業担い手育成基金、並びに下か

ら２番目になります長崎南部森林組合の８件が産業振興課所管分でございまして、増減

につきましてはあっておりません。次に１９３ページをお願いいたします。債権でござ

います。長崎県林業公社貸付金でございますが、長崎県林業公社への貸付金総額は１,

５６０万４,０００円となっております。以上で長与町一般会計決算書、産業振興課所

管分の説明を終わります。 

続きまして主要な施策の成果に関する報告書でございますけれども、産業振興課所管

分は３６ページから４４ページに記載をしております。農産物加工施設整備事業、有害

鳥獣対策地産地消の推進、農業生産基盤の充実、生産性の向上とブランド化の促進、耕

作放棄地の発生防止と農業環境の保全向上、水産振興、商工会関係補助金、小規模企業

創業支援資金預託金、長与川まつり補助金、プレミアム付商品券発行事業、住宅・店舗

リフォーム助成事業の１２項目につきまして記載をいたしております。ご参照いただき

たいと思います。以上が平成２７年におきます産業振興課所管分の内容でございます。 

よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、それでは説明が終わりました。機構改革により、かなりのボリュームになって

おります。それでは、まず歳入からいきます。２８、２９ページ、これ１番下の１４款

１項３目になります。次のページの１番上段の部分まで産業振興課所管です。いいです

か。それから３０、３１の１番下段の部分です。これ農業委員会の方もあっております

けれども、ここではありませんか。これは次のページの１番上の部分、それから２節、

３節。次３４、３５、１４款３項の３目、４目、５目。いいですか。次に４２、４３、

１９款３項１目１節災害援護資金を除くあとの２件が産業振興課所管です。次４４、４

５、ふれあい農園、それから火災保険料、雑入の部分、電柱等設置使用料の分、それか

ら長崎県町村会物産展事業助成金の一部ですね。下から６番目の一部、いいですか。 

歳出いきます。また後で歳入歳出あわせて総括的に行いますので、その際にもお願い

します。まず５２、５３の９節、１１節、１２節、１３節、それから１４節でそれぞれ

次のページの１９節までの一部ですね。次に行きます。７０、７１、１３目の地方創生

事業費の１９節の下段の部分が産業振興課所管です。主要な施策の成果に関する報告書

にも載っておりますので参照ください。次が２款２項１目の次のページ７２、７３の１



１節、１２節、ここに産業振興課所管分が出てまいります。次は、飛びまして１２０、

１２１、１番下段の部分から次のページ。すいません。１２０、１２１の３目の労働諸

費の部分も産業振興課です。いいですか。それから６款１項２目農業総務費関係がこれ

から次のページまであります。１２４、１２５、農業振興費、このページで何かありま

したらどうぞ。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

１番上の特殊勤務手当とありますけど、これは条例上のどれに関する分の特殊手当。 

○委員長（喜々津英世委員）

特殊勤務手当の件です。畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

有害鳥獣の捕獲をする際の特殊勤務手当ということで、１回あたり１,０００円とい

うことになっております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

そしたら、単純計算で延べ９６回の出があったと。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

有害鳥獣のイノシシを捕獲する際に、現地に立ち会った際に、この特殊勤務手当が発

生してきまして、アナグマも含めてなんですけども現地に赴かないで報告をいただいた

分は、特殊勤務手当は発生していないという状況です。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

３目の方の１３節委託料でございますけども、有害鳥獣捕獲委託料って書いてありま

すけども、これは猟友会に対しての補助金だと私は思ってるんですけど今この金額には

ちょっと関係ないですけども、今猟友会は何人ぐらいおられるんですかね。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

２７年度従事をしてる人数は１０名でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

毎年増えてない状況で減っていくのが年代的にもだんだん高齢化になってですね、減



っていく結果になってですね、減っていると思うんですけども、この対策としてはなか

なか難しい問題であるとですけども、そういうこう猟友会の減少についての考えは何か

もってないのかお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

今議員おっしゃいますように本当に後継者不足ということで、猟友会の方も頭を悩ま

せていらっしゃいます。何年か前に佐世保で起きました事故があった件で、銃を持つ許

可といいますか、大変厳しくなってきております。そういう中で、受けられる方も挑戦

しても、すぐには受からないというような状況になっておるような状況です。これをど

ういうふうにしていくかということで、今、長崎西彼地域有害鳥獣対策協議会というの

を持っておりまして、そういうところで各長崎市、西海市、長与町、時津町もですけれ

ども、猟友会の方がいらっしゃいます。時津、長与は同じになっておりますけれども。

そういうところで、広域化といいますか、そういうことで、もう領域を越えたところで

捕獲業務ができないかとかっていうような、そういう話し合いも始めているところです

ので、そういう状況、今後検討させていただきたいと、そういう対策も含めて、話し合

いを持っていきたいと思っているところです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。では、次のページ、ここからは１５節、１６節、１９節、補助金

関係が主に出てまいります。いいですか。中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

すいません、ちょっと分からないので教えていただきたいんですけれども、下から６

段目のながさき鳥獣被害防止総合対策でワイヤーメッシュの設置に伴う補助ということ

でお伺いしたいんですけれども、現在やはりイノシシとかの被害が多くて、そのワイヤ

ーメッシュを取りつけてやっぱり農作物が守れるといいますか、そういった状況はいか

がなんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

２７年度に関しましては、そういった被害を被っている農家さんがまとまりまして申

請を上げられた地元が、本川内でいきましたら大越地区、木場地区、岡でいきましたら

中通り地区の方がそれぞれの農家さんがまとまって申請を上げられて被害を防止するた

めにワイヤーメッシュを張ってる状況の中、張って尚且つ維持管理まで含めて行うこと

によって被害の減少にはなっているという状況でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。次のページの４目、５目まで。いいですか。次１３０、１３１ペ



ージ、６款１項２目、３目、ここで何かありましたらどうぞ。ありませんか。ごめんな

さい。私、６款１項と言いましたけど、６款の２項、それから３項の誤りです。ありま

せんか。次１３２、１３３、１番上の部分が水産業費関係ですね。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

１３３ページの水産多面的機能発揮対策負担金ということで、４１人の方にお願いを

してるということですが、以前お伺いした時にはアナアオサとかそういったもの、それ

から海底耕うん、そういったものを行うことによって水質を浄化させてその効果でアマ

モとかシャコとかが若干獲れるようになったという調査をされてそれなりの成果があっ

たということですが、この２７年度を受けてどういう効果といいますかね、があったの

かっていうのがもし検証がわかってればお聞かせいただきたいと。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

はっきり申し上げましてですね、あまり目に見えて効果が上がってないというところ

でございます。ちょっと数字を言わせていただきます。特に大村湾はナマコが有名でご

ざいますのでナマコについてご報告をいたします。これは大村湾漁協からの報告を頂い

た数字でございます。２７年度のですね、出荷量でございますけど、これが、すいませ

ん、ちょっとお待ちください。 

○委員長（喜々津英世委員）

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

数字でございますけど、２７年度が、ナマコを報告します。出荷量が３３０キロ。売

上額が３５万３,０５０円となっております。２６年度が２４１キロ、２７万８,０２０

円です。２５年度でございますけれども５７３キロ、売上額が８０万６,４２０円とい

うことで、こういう栽培漁業やっておりますけれども、目に見えては、まだ成果として、

見えてない状況になっているところです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

中段の地域の核店舗創造事業補助金ということで、多分これ４年目か５年目になるか

と思うんですが、これ期限が切ってあるんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

神﨑主事。 



○主事（神﨑勇典）

特に期限というものは設けておりません。２３年度からもともと国の補助事業という

ことで始めてまして、支援を受けられた店舗の方々からも売り上げが伸びたということ

で報告を頂いておりますので、こちらとしては有効な策かなというふうに考えてます。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

今現在もその国からの補助でこの事業を行ってるということですかね。 

○委員長（喜々津英世委員）

神﨑主事。 

○主事（神﨑勇典）

今は国の補助というのはあっておりません。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

これをやることによって効果が出て売り上げが上がったということではありますが、

実際に会合とかこの核の店舗に選ばれてても、会合に出ないとか、そういうふうな方も

中にはいらっしゃるというところで、そこに対する補助だけすればいいのか、行政とし

ては補助を出している以上、何らかの関与があってもいいのかなと思ったりするんです

けど、そういう点はいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

はい、委員おっしゃるように、町から７５万という補助金を出してるところで、それ

からいろんな答弁でも申し上げましておりますとおり、やっぱり地域の核ということで

すので、その方達が代表になってそれで連携をとって、ネットワークとって、そういう

ことで、核からもっと大きなものに広がるように広げていただきたいという思いがある

わけでございますので、今後も商工会ともっと話をしながら、その方達がやっぱり、町

内の核から大きなものに繋がっていって連携を図って、また大きな商業の振興に繋がる

ようなことでお願いしていきたいと思っているところです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

決算というのは、これから以降の予算にも反映するというところでちょっとあの、そ

ういう観点からですね、時津の方はもう駄目と思ったら、もう効果がない、その時津町



内の商業に関して、これ以上は効果は得られないとなったらざっくり切るそうなんです

よね。そういうふうなちょっと厳しい態度もこの補助金に関しては、やられた方がいい

のではないかというふうに考えたんですけれども、今年度補助金の見直しを年間かけて

されるということなので、これ以上なかなかこう言えることがないのかなというふうに

は思いますが、今後以降、そういうふうな補助金の見直しの観点の中で、そういうこと

を活かせていただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

この事業は県下でも西そのぎ商工会さんだけが取り組まれておりまして、県下でも何

ていいますか、その注目されてると言いますか、そういうことでございまして、核店舗

取り組まれてやっていただいてるわけですけれども、そういうことで、そういう全体的

に見て効果が上がっていないということであれば、考えていくことも必要かと思ってお

りますけれども、現在長与町では一定効果が、売り上げが伸びているということを聞い

ておりますので、今後そのそこら辺を含めて、すぐにカットとかっていうようなことじ

ゃなくて、検証をまたさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

すみません、ちょっと教えていただきたいんですが、負担金、補助金のところの下か

ら２行目の商工会館整備事業補助金９０万、ちょっと理解がないのであれなんですけれ

ども、毎年計上されているものか、またどういった理由でこういう９０万円というのを

補助金を出されて、内容について教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

神﨑主事。 

○主事（神﨑勇典）

まずこちらの補助金なんですけれども、これは２７年度だけの計上というふうになっ

ております。事業の内容としては商工会館、西そのぎ商工会長与支所の老朽化に伴う補

修工事への補助ということになっております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

長与支部の補修ということで、これは当然商工会の方から要請というか、希望があっ

ての決定がなされて補助をされたということでしょうか。それとももう老朽化が顕著に

見られていてというようなことを前々から相談されていてとか、どういった形での補助

に、今年度だけなったんでしょうか。 



○委員長（喜々津英世委員）

神﨑主事。 

○主事（神﨑勇典）

補修をしたいというお話自体は何年か前からあっておりました。ただ２７年度の当初

予算を作る際になって、商工会の方から要望として上がってきたということになります。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

質問をしたいので委員長交代します。 

○委員（中村美穂委員）

質疑はありませんか。喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員）

長与支所の整備ということですけれども、基本的にそういった建物の、いわゆる補修、

修理に係る補助がね、私は適当かどうかっていうのは非常に疑問を持っております。例

えば、じゃあ農協がもう昭和４２年ぐらい建てた事務所が相当いかれているので補助を

下さいと、そういうことになった時にどうするのか。私はこれは前も商工会組織支援事

業補助金というのも、商工会の事業に対する補助金なら構わんけども、こういう補助の

あり方はおかしいということを前からずっと申し上げておったんですが、今回初めてま

た商工会館の整備事業といわゆる箱物に対する整備、例えば農協の補助では、選果場の

建設に伴う補助が今２５０万かな、毎年やってますけど、それとはやっぱり種類が違う

んですよね。あれはみかんの生産販売を側面から支援するための選果施設に対する補助

ですから、これは完全にもう事業補助になるんですが、こういった補助のあり方という

のは、私はやっぱり問題があるんじゃないか、そういう気がしてるんですが、見解をま

ずお聞かせをしていただきたいと。 

○委員（中村美穂委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

当時その３３年、もう３４年が経つんですかね、そういうことで、そういう老朽化に

伴う補修といいますか、そういうのがかかってきたみたいで、そういうご要望に対して

内部で協議、町で協議してそういうことになったんでしょうけれども、やはりこういう

ふうな景気低迷といいますか、そういうところもあって、商工会の会員さんからもそう

いう負担金も負えないというようなそういうふうなところも現状もあったようでござい

まして、商業振興に対する一環として、町の商工の拠点ということもあります関係から、

そういうふうに町の一部工事費の補助ということで、やっていったところでございます

ので、町の商工の振興のために必要であったということで思ってるところです。 

○委員（中村美穂委員）

喜々津委員。 



○委員長（喜々津英世委員）

それはそれでよしとして、じゃあ商工会館のこの整備に総事業費は幾らなのか。そう

いう補助金の要求があった時に当然資料が出とると思うんですが、総額どれぐらいの整

備事業掛かるのか、いつぐらいにこれはここで議案が通れば、整備に係る工期、いつぐ

らいに完成する予定なのか、そこら辺までわかっておれば。ごめんなさい。２７年度で

整備をされたということですから、その事業費が幾らか、これをまず教えていただきた

いと思います。 

○委員（中村美穂委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

商工会からですね、出てまいりました実績報告書でございますけれども、合計額で１

３４万４,２７６円でございます。そのうちに町が補助金を出した額が決算書のとおり

でございまして、９０万ということになっております。残りが商工会負担ということで

４４万４,２７６円、そういうことで支出がされております。以上です。 

○委員（中村美穂委員）

委員長を交代します。 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、他にありませんか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

同じく１３３ページ、同僚議員が先ほど質疑しました地域の核店舗創造事業の補助金

についてですが、以前お話を伺った時に、そういう経営についてのノウハウをその店舗

に対して行って、それを今度はさらにその事業所さんが得たノウハウをさらに広げてい

くっていうような説明を受けたんですが、現段階ではそこまで至っていないのかどうか。

また現状どういうふうなところにあるのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

現状は、そういうことで連携を深めていただいて、核を大きくしていただきたいと思

ってるところですけど、まだそういうところまではいっていないのが現状でございます。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。では次のページいきます。１３４、１３５の１２節、

１９節。安部委員。 

○委員（安部都委員）

国の、地域の消費喚起のための交付金ですね、それのプレミアム付き商品券の発行事

業なんですけども、これについてなかなか全部に行き渡らなかったとか、購入できる人



がいなかったとか、それか長い列をずーっと何時間も待って、外で待って、かんかん照

りで待って、大変疲れてそのあとに購入できなかったかいろいろなトラブルっていうか、

いろんな皆さんの声が聞かれたんですけども、これに対する何か、発行部数も１億９,

２００万円で発行部数で１万６,０００セットでというところで、そして購入も１名に

つき１０セットというところで、１万円の購入に１万２,０００円ですね、２０％のプ

レミアム、そして１人が１０セット買って、家族５人で５０セット買っていくとか、非

常になかなか広域にいきわたらなかったというような問題があったと思うんですが、そ

のあたりはどのようにお考えますでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

プレミアム商品券の問題でいろいろクレームがあったらしいがどこまで把握している

のかということのようです。神﨑主事。 

○主事（神﨑勇典）

昨年の販売した時、私とか役場の職員も販売所の手伝いということで出まして、その

ような混雑が大変あったということは確かに確認はしています。ご質問にあった１名に

つき１０セットまでということなんですけれども、平成１７年度から長与町は独自で１

０％のプレミアがついた通常のプレミアム商品券やっておりまして、そちらの方が同じ

ような形になっております。なので、基本的に商工会の方で決めたことになるんですけ

れども、今までどおり長与の方に馴染みのあるような販売方法ということで、１人１０

セットまでということで定めてます。また、会場内の混雑についても、報道等でもあり

ましたけれども、全国的にもかなりのものだったということで聞いておりまして、今後

はちょっと似たようなことがあるようであれば、商工会の方と協議をしながら進めてい

きたいと思っております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

これに伴う消費喚起の本町の経済効果というのは目に見えるものがあったのか、そこ

を教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

効果ですけれども、発行総額としまして１億９,２００万というのが、単純に１０

０％使われたら１億９,２００万が町内で消費されたというふうに理解しておりますけ

ど、多分換金率が９９.６３％となっておりまして、ほとんど１００％に近いというこ

とで、消費が図られたものと思っております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 



○委員（安部都委員）

それでは１００％到達できなかったというのは期限までにも利用はしてない方がたく

さんいらっしゃるというところで、理解してよろしいんですね。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

残りの方はもうご使用になってらっしゃいませんので、換金されなかったか、もうそ

のまま買わずにそのままとっておかれたかということだと思っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありますか。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

その換金率についてなんですけど、今回のこのプレミアム付きの商品券は０．３７％

が換金されなかったというところで、金額的にはちょっと計算してないですけれども、

今回のこの分に限らず、商品券を出すのにこのプレミアムの部分を補助をしているわけ

ですが、この時に換金されなかった分も補助されているかと思うんですが、それはどう

してらっしゃるんですかね。意味がちょっと分かるかなと思うんですけど、その部分は

いかがですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

質問の意味分かりますか。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

使われなかった分のプレミアム分ですね、その分は抜いておりまして、合計で４,０

６０万１,４８９円ということで補助いたしております。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。安部委員。 

○委員（安部都委員）

住宅・店舗リフォーム助成なんですけども、この２７年度から店舗の方も入ってリフ

ォームの助成となっているところなんですが、住宅と店舗とそれぞれ何件あったのかと

いうのと、先ほど１１７件の申請に対しまして１億５,０００万ちょっとのリフォーム

代ですかね、総合ですね、実際といたしましてその経済効果がどのくらいあったのか。

教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）



内訳でございます。合計１１７件と申し上げましたけれども、そのうち店舗は１件で

ございます。補助金額は９１３万６,０００円ということでございますけれども、そこ

にかかった総工事費、工事代金です。町内の工務店とか、そういうところの工事をされ

た方にお支払いをされた額が１億５,６８０万９,３１２円ということでそこらあたりの、

工事代金がかかっておって、周りにそういう波及効果が生まれたものと思っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。はい、それでは１８４、１８５、１１款１項１目災害復旧関係で

す。ないようでしたら、次に、出資による権利あるいは歳入歳出それから主要な施策の

成果に関する報告書、このいずれからでも結構です。何かありましたら、質疑をどうぞ。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

主要な施策の成果に関する報告書の有害鳥獣対策全般についてになるんですが、この

中で捕獲頭数とかどういった種類の鳥獣が捕獲されたのかというのは載ってるんですけ

れども、農業被害の状況というのは数字つかんでますかね。被害額の状況がもしわかれ

ば教えていただきたいのと、この間、例えば４、５年でも増加傾向なのか横並びになの

か、このあたりを分かればお聞かせいただきたいんですが。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

被害の状況なんですけども、被害額ですけども、２５年度につきましては被害額が１,

９５４万７,０００円、２６年度１,３０７万４,０００円、２７年度９０９万円の被害

額を報告を受けております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

はい、分かりました。それからもう１点お伺いしたいのが、予算の審査の時に罠等の

狩猟免許になるのかな、罠等の猟銃なったのか、免許を取得する際の補助を行って、そ

れで後継者不足、先ほど同僚議員も言われたように後継者不足に努力したいということ

でしたが、そういった免許の取得がこの２７年度何人行われたのかですね。これもよろ

しいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

２７年につきましては、０名です、０です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。岩永委員。 



○委員（岩永政則委員）

ちょっと確認をしたいというふうに思うんですが、主要な施策の３６ページ、農産物

加工処理施設ですね。これが事業費が３,７３３万８,０００円支出をされてですね、右

の方にありますように総事業費は５,６００万８千幾らということですので、当然これ

から３,７００幾ら引いたら、３分の２の補助で、全額は先行型は使えないということ

ですね、３分の２の範囲内で補助しておるようなんですけども、当然その補助残が５,

３００ぐらいですから１千７、８百万あるわけですけども、これをこの協議会が、この

分を借りておられるんじゃないかと、現金を持っておられればいいんでしょうけど、し

かしこの決算書の１２９ページの上から５行目に、農産物加工施設整備事業元利償還補

助金、要するにこれが１,８００万相当借りた、地元が、これを元利償還を全部補てん

をしてあげましょうと、こういう意味で捉えていいんでしょうか。この１２９ページの

補助金の最後のですね。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

委員おっしゃいますように借入金があっておりまして、今現在は町の方でそういう予

算化をしていただきまして、元利償還補助金という形でさせていただいておりますけれ

ども、先々では、運営が軌道に乗りましたら、今現在、なかなかそういうことには初年

度、浅い年度ではなかなか上がらないというのもございますので、概ねという形で、応

分の間は補助しますけれどもその後は、払った分は返してくださいよというような話を

しております。そういうことで、先々では全額返済をしていただくような資金計画とい

いますか、そういうことで今現在進んでおります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

１２９ページの最後の、もう１回言いますが、１０万２,１０４円というのは、先ほ

ど言いましたその補助残の借り入れたですね、協議会が借り入れた分の元利償還金です

ということなのか、もう１回確認をしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

協議会が借りられた、元利償還補助金でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

今課長が、当初だから経営が厳しいということはこれはもう十分分かります。何でも



そううまく最初から行かないわけなんですが、ただ、建設事業費がこの５千数百あって、

その３分の２しか町として補助ができないわけ、先行型ですね。そうすると、こういう

形になっていくのはもう当初から分かっているわけなんですよ。いざ、これ課長ね、補

助金を出してですよ、町長が決裁して町として補助をしましょうと、元利償還をしまし

ょう、いうことになってですね、そこまでいいわけです。ところがそれに基づいて支出

を事務方としてはしたわけですね。それを、担当の課長が返してもらいますなんてね、

そういうことになりますか。そういう約束をそれならその文書でするはず、するべきと

思うんですね。何かのその覚書か何かをですね、補助を当面しますが、例えば５年間し

ますと、しかしその６年からは行いませんと、都合によってですね。だから、５年前か

ら、５年間は戻してくださいと、はい戻しましょうと、こういう約束事の書面なりがな

ければ、口頭で言っても、そんな補助ってあるはずないじゃないですか。どうですかね。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

ご指摘のように覚書という形で文書を作りまして、そういうので取り交わして、内部

の協議はもう終えておりますけれども、そういうことで準備が整えば、そういうことで

取り交わしたいということで進めているところです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

それはですね、各委員も初めて話を聞く人ばかりであろうというふうに、全部そうだ

ろうというふうに思いますけどね。そういうその補助金というのはあり得ないわけです

よ、本来ですね。だから当然その当初に予算化をする時に、そういう覚書なりなんなり

を結んで、そしてそれを元にして議会に提案をしていくと、こういう手続きというのは

大事にしなければいかないし、相手方さんも、口頭で返してくださいと言っていますと

言って、どこまでそれが引き継いでいかれるのか、それはやっぱりね、約束はできない

だろうというふうに思うんですよ。ましてや今からですね、もう補助金を出しているわ

けでしょう、これは決算でね。その出した後に覚書でも結んでしましょうなんてあり得

ないわけですよ。そんなこと言ったら、それは大変なことになりかねないというふうに

思いますね。だから十分ですね、部長、これはですね、内部でも十分協議をされてです

ね、そつのないように、相手方もおられるわけですからね。もうしてしまっているわけ

ですよ。来年どうするの、２８年度当初予算も組んであるのかな。そうであればちょっ

と見ておりませんけどね、そういう状況でありながら、現実論をきちっとこう踏まえて

ね、どうあるべきかというのはね、内部で調整を含めてしてください。いいですか、部

長、お考えをどうぞ。 

○委員長（喜々津英世委員）



緒方部長。 

○建設産業部長（緒方哲君）

今回の支出の分はですね、補助金ということですので、そのお金を返してもらうって

いうのはちょっと不適切かなと私も考えております。補助金は補助金として、もう既に

事業としては行っておりますので、運営が軌道に乗るまでの、期限をある程度区切った

中で補助金を出していくということで考えております。それとは別に、補助金相当額の

分を、先ほど課長が申しましたけど、返してもらうっていうのが補助金と切り離した形

で、これまで町が補助した分に見合った分が返せるかどうかと、今後、庁内で詰めてい

きまして、現事業者さんとこれから協議等を行っていきたいと、今そういう話で出され

ているということは、事業者さんとある程度、そういう話もあってるということですの

で、その辺はしっかり話をしていきながら、戻し入れって言い方おかしいですけど、補

助金相当分をどうするかというところはまた今後協議をしていきたいと考えております。

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、いいですか。他にありませんか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

予算書の中では見つけきれなかったんですが、農業支援センターについては、この課

でよかったんでしょうか。２７年度の農業支援センターとしての活動の状況、それと評

価、このあたりについてお聞かせをいただければと。 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、分かる人がいいですよ、答弁は。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

再開をしますが、場内の時計で１１時１０分まで休憩します。 

（休憩 １０時５７分～１１時０８分） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて、委員会を再開します。先ほどの質疑に対して答弁をお願いします。 

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

農業支援センターについての相談件数といいますか、業務でございますけれども平成

２６年度から２カ年間でございます、合計でございますけれども、農業に関する、就農

に関する相談が１１件、農地の貸し借りに関するものが１８件、有害鳥獣関係が３８件、

それから道路水路農地等々の基盤整備関係が３６件、それから農地中間管理機構という

貸し借り農地の流動化がございますけれども、この現地確認作業が２６２筆の３０.６

ヘクタールというようなことでございます。その他にオリーブに関するものございます。 

成果といいますか、結果といいますか、支援をしていく上での結果といいますか、そ



ういうことでございますが、定年退職後に農地を希望されまして、就農に繋がった方が

１件ございます。それからＵターンをされて今年の１０月からですけれども、新規に就

農を開始される方の１名の方の支援を行っておるところです。それからオリーブに関し

ましては、栽培に関します栽培暦といいますけれども、農薬の散布時期とか何の種類の

農薬を散布するのかというような、そういう栽培暦というのがございます。そういうの

を確立を図ったというようなこと、それから面積の拡大、植え付け本数の拡大を図られ

ているところです。これからになると思いますけれども、オリーブの漬物、新漬けと言

っておりますけど、そういうのも、小豆島からの指導者の方の招聘とか、そういうとこ

ろに力を入れていただいて研修会等々も開催をしたところです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

多面的にいろんな相談活動等々をやられてるというのは理解をいたしました。この農

業支援センターというのは、町の専従職員さんがもうそこにある特定の方がはまってや

られてるのか、それとも、もうその時相談があれば担当所管の方が対応に当たるのか、

このあたりは２０何年度をどういうふうになったのかとあわせて、２８年度機構改革も

あったんですが何らかの変更等々もあったのかと、対応のやり方についてですね。この

あたりはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

中嶋課長。 

○産業振興課長（中嶋敏純君）

農業支援センターは、専従の職員で１名張りついております。そのうちに業務の中で

出払っていないとかそういう場合はですね、産業振興課職員が対応して報告をして共同

で処理をしていくというような状況になっております。２８年度の機構改革ですけれど

も、それはもうそのまま、今の現状のままで推移をしております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

分かりました。それからもう１点、１２５ページの部分で同僚議員からも質疑が出ま

した１番上の特殊勤務手当ですね、ここでお伺いしたいんですけれども、有害鳥獣の対

策で現地に立ち会った時に支給されるということですが、条例を見ますと特殊勤務手当

っていうのに幾つかのこういった時に出るという基準があるわけですが、この場合の特

殊勤務手当というのは、何に該当するから出されるものなのかですね。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）



すいません、今項目をきちんと覚えておりませんが、死体を処理する際の伝染病関係

に対してですね、実際現地に出向いた時には、イノシシ及びアナグマについては実際私

どもの方が運んで処理をするという観点のもと、その分の特殊勤務手当１件につき１,

０００円を支出をしているという状況でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

今、私も手元で条例見てみますと、今のご説明でいきますと（２）の感染症それから

防疫作業手当というのに該当するのかなというふうに思うんですが、例えば、そういう

ことはないかと思うんですけれども、全くその危険性がないといいますかね、感染する

恐れがないような立ち会いに、これが支給されるとか、そういうことはないのかきちっ

と立ち会ったけれども今回はこれは該当しないというような精査がなされてるのかどう

か、このあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

質問の意味は分かりましたか。では、堤委員、再度。 

○委員（堤理志委員）

じゃ、再度お伺いしますけれども、特殊勤務手当の支給に関する条例という中に感染

症それから防疫の作業にあたった時に手当が支給されるということで、その中に、一つ

は感染症の危険があるという、当然やはりそういう上乗せあるべきだろうというふうに

思いますし、また死体ですね、そういった蓄犬等を捕獲及び死体処理に従事した時です

よね。ですからちょっと私が懸念するのは、例えば実際のそういった処理を猟友会がや

る、しかし、ただ立ち会って横で見ていただけでこれを当てはめてですよ、特殊勤務手

当で幾らっていうふうに、明らかにその方がそういった事務に携わった場合と、ただ横

で見てただけで、そういう場合は該当しないよ、この場合はやっぱり支給せんばやろう

なというような、きちっと明確な本人の良心に任せてされてると思いますけれども、そ

のあたりはそういう懸念はする必要はないのか。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

畑中課長補佐。 

○課長補佐（畑中隆徳君）

まず条例でいきましたら、特殊勤務手当の種類の第２条の（２）の感染病防疫作業手

当の中に該当しまして、感染症防疫作業手当につきましては第４条の中にありますけど

も、ここの（３）のところに、家畜等を防疫作業に従事した時にまたは蓄犬等の捕獲及

び死体処理に従事した時にっていうことで、特殊勤務手当が出るような状況になってま

すけども、実際現地に出向いた時には猟友会の方達と一緒になって作業を行う、その作

業の具体的な中身については、イノシシにしろアナグマにしろ実際捕獲した分に対して

は処分をしまして、それを運んだり、実際、最終的には長与の焼却場の方に持っていっ



たりとか、そういうふうな実際小動物に触った状態で触れた状態で作業するもんですか

ら、特殊勤務手当が発生するということで手当を１回につき１,０００円出してる状況

でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

農産物加工所の、この報告書の３６ページに雇用機会の創出や農産物加工による地域

活性化の促進に繋がったというふうにされておりますけれども、実際にどういう部分で

の促進に繋がったというところでの結果が出ているのか。そこをちょっとお聞きします。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本係長。 

○係長（山本公司君）

お答えをいたします。まず雇用機会の創出というふうに記述をしておりますが、もと

もとの三根の時の加工所が、加工部員さん達が１２名で加工を行っておりましたが、こ

の事業に取り組むにあたってオリーブ振興協議会の方から、今現在で言いますと４名の

方が実際協議会のメンバーに加わって、実際にその販路拡大とか、そういった業務とオ

リーブの振興の方にもあたっていただいておりまして、その一定程度、会員数の増とい

う面も含めて、一応こちらの方に記載をしております。それと地域活性化促進に繋がっ

たというふうに記載をしているものにつきましては、現在加工所もオープンしまして、

実際その店舗が新たに併設をされたということで、店舗の売上自体も増えておりまして、

昨年同月と比べましても、当然ながら販売金額、売上の方も伸びているっていうことも

なっておりますので、それに伴いまして町内農産物の原材料の買取ですとか、そういっ

た分も増えているというふうに思っておりますので、そういった面も含めて地域の活性

化の促進に繋がったというふうに記述をしているところです。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

分からないかもしれないんですけど、大体の来店延人数みたいなのは分かりますか。 

○委員長（喜々津英世委員）

山本係長。 

○係長（山本公司君）

来店の人数についてはですね、すいません、報告をまだ受けておりませんで、ただ店

舗の売上についてですね、ご報告をさせていただきたいと思いますが、店舗のみ、あそ

この店舗での販売ですね、他にもじげもんとかまんてんとかの委託販売は当然去年に引

き続き行ってるんですけれども、新たに併設した店舗の売上は６月に開店をしまして、

６月の売上が、２６万８５４円で、７月が２６万４,９８７円、８月が３３万８,４８２



円ということで、店舗の売上の報告を受けております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。いいですか。はい、じゃ、質疑なしと認めます。 

これで産業振興課所管の審査を終了いたします。ご苦労さまでした。 

場内の時計で１１時３０分まで休憩します。 

（休憩 １１時２４分～１１時３０分） 

○委員長（喜々津英世委員）

それでは、時間がきました。休憩を閉じて委員会を再開します。これから、建設産業

部の土木管理課所管を行います。議案の説明を求めます。日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

おはようございます。それでは土木管理課所管分につきまして、事項別明細書により

歳入の部から説明をさせていただきます。それでは事項別明細書２２、２３ページをお

開きください。１２款１項５目土木使用料１節道路橋りょう使用料２節都市計画使用料、

収入済額１,２８１万３,２９９円のうち備考欄の上段、公園占用料６３万１４９円と下

から３段の中尾城公園使用料８６万６,０５０円、都市公園使用料８万１,０００円、そ

れと潮井崎交流館施設使用料３万７,４４０円、計１６１万４,６３９円が土木管理課所

管でございます。また３節から６節、住宅使用料から滞納繰越分までにつきましても土

木管理課所管でございます。１節道路橋りょう使用料につきましては収入済額５８７万

３,９５３円で、ガス、電話及び電気通信ケーブル等の道路等占用料となります。２節

都市計画使用料につきましては、公園占用料６３万１４９円が公園内の九電柱やＮＴＴ

柱等の占用料、中尾城公園使用料８６万６,０５０円は、草スキー、スライダー、モノ

レールの使用料、潮井崎交流館施設使用料３万７,４４０円は、展示ホール等の使用料、

冷暖房使用料、シャワー使用料となります。３節住宅使用料につきましては、収入済額

４,８５１万１，７８０円で、東高田、西高田、岡岬団地の３団地分となります。５節

町営住宅駐車場使用料につきましては収入済額３４０万２,８００円となります。４節、

６節につきましては、住宅及び駐車場の滞納繰越分となります。続きまして２４、２５

ページをお開きください。１２款２項３目１節住宅手数料及び１３款１項３目１節公共

土木施設災害復旧費負担金が土木管理課所管となります。１節公共土木施設災害復旧費

負担金につきましては、補助事業費８３９万３,７６０円に対する補助率６６.７％の負

担金となっております。続きまして２６、２７ページをお開きください。１３款２項４

目１節道路橋りょう補助金及び３節市街地整備総合交付金のうち町道新設改良事業費交

付金１９０万４,０００円が土木管理課所管でございます。１節道路橋りょう費補助金

につきましては、収入済額２,０５７万６,０００円で安全で快適な地域社会の創造補助

金が１件、道路橋長寿命化による安全性の確保補助金が２件、通学路要対策箇所の整備

による安全な通学路の確保補助金が２件となっております。３節市街地整備総合交付金

町道新設改良事業費交付金につきましては、改良工事１件となっております。続きまし



て３２ページ、３３ページをお願いいたします。１４款２項６目４節住宅費補助金につ

きましては、収入済み額１６５万６,０００円で長崎県住宅性能向上リフォーム支援補

助金が１６件分となっております。続きまして３４、３５ページをお願いいたします。

１４款３項６目１節、２節及び４節が土木管理課所管となっております。続きまして３

６、３７ページをお願いいたします。１６款１項５目１節土木管理費寄附金も土木管理

課所管でございます。続きまして４２、４３ページをお開きください。１９款５項１目

１節雑入につきましては、４５ページ上から７行目、清涼飲料水自動販売機設置使用料

３４８万２,８２８円のうち５７万６,０００円、それの２行下となっておりますが、各

種施設電話使用料４,２２０円のうち３５０円、同じページの中段ぐらいになります中

尾城公園施設利用者障害保険料精算金５６万４,６４０円、次が下から１４行目になり

ますが、平和の泉等浄財が１５４円、その３行下となります町営住宅光インターネット

装置設置料８万９,７１２円、その下の境界立会他証明書等交付手数料１万２,０００円

のうち１万１,４００円。続きまして４７ページをお願いいたします。１番上の予納金

返戻金１１万８４４円が土木管理課所管となっております。続きまして４６ページ、４

７ページの２０款１項１目２節市街地整備総合交付金事業債のうち、町道新設改良事業

充当起債１,８２０万円、５目１節公共土木施設災害復旧事業債２７０万円が土木管理

課所管となっております。以上が歳入でございます。 

続きまして歳出の部に移らせていただきます。ページ数１３４ページから１３７ペー

ジでございますが、よろしくお願いいたします。８款１項１目２節から１９節が土木管

理課所管となります。２節から４節につきましては部長含め土木管理課職員の人件費総

数７名分でございます。７節賃金につきましてはパート賃金といたしまして１０カ月分

を計上しております。９節、１１節は経常的経費でございます。１３節委託料につきま

しては道路台帳作成整備委託を含む４件分で６４６万５６０円となっております。１４

節使用料及び賃借料につきましては１２８万１,６４６円で、防犯設備借上料を含むも

のでございます。１９節負担金、補助金及び交付金につきましては、７７２万４,５０

０円のうち西彼中央土地開発公社事務費負担金以外の７４２万４,５００円が土木管理

課所管分となります。続きまして１３６、１３７の方の２目急傾斜地管理費、１３節委

託料につきましては長与ニュータウン法面調査を含む４件分で１２４万５,２４０円と

なります。１５節工事請負費につきましては８３万７,０００円で急傾斜地維持補修工

事３件分となります。次に８款２項２目１１節から１８節が土木管理課所管となります。

主なものを申し上げます。１３節委託料につきましては支出済額２,８８８万８,１８３

円で、町道管理委託が７６件街路樹の剪定及び除草委託が主なものとなっております。

また、町道維持補修委託は３件で町道の維持補修、パトロールとシルバー人材センター

常時３名が主なものとなっております。また測量設計委託は６件でございます。１５節

工事請負費につきましては支出済額８,４６８万５,８０２円で、主なものといたしまし

て町道駅前サニータウン線舗装補修工事を含む１３３件となっております。続きまして



１３８ページ、１３９ページをお願いいたします。８款２項３目９節から２２節が土木

管理課所管となっております。主なものを申し上げます。１３節委託料につきましては、

百合野踏切改良工事に係る詳細設計でございます。１５節工事請負費につきましては支

出済額３,１４１万３,４４０円で町道自由が丘団地線道路築造工事を含む８件の工事で

ございます。続きまして４目橋りょう維持費１３節、１５節が土木管理課所管となって

おります。１３節委託料につきましては、橋りょう定期点検１４橋詳細点検及び補修設

計３橋の業務委託になります。なお、２８年度への繰越額は１００万円でございます。

１５節工事請負費につきましては榎の鼻橋補修工事でございまして、工期延長により２

８年度へ２,１２０万円を繰越しており、２７年度の支出済額は１,０６０万円で前金と

して支出しております。続きまして８款３項１目河川総務費９節から１４０、１４１ペ

ージ、１９節までが土木管理課所管となっております。主なものを申し上げます。１３

節委託料につきましては、排水ポンプ保守点検が２件、河川管理委託が６件となってお

ります。１５節工事請負費につきましては、河川補修工事が１１件となっております。

続きまして１４０ページ、１４１ページをお願いいたします。４項１目港湾整備費９節

から１９節が土木管理課所管となっております。主なものを申し上げますと１３節委託

料が長与港港湾施設管理業務委託２件でございます。１９節負担金、補助及び交付金に

つきましては支出済額１７万９,６３５円で、主なものは長与港改修事業地元負担金、

負担率が７％でございます。続きまして１４４ページから１４７ページをお願いいたし

ます。８款５項５目公園緑地管理費のうち９節と１１節それと１２節のうち印紙代を除

く１７９万９,３１２円、１３節から１６節、それと１８節、１９節が土木管理課所管

となっております。９節旅費は経常的経費でございます。１１節需用費は支出済額１,

５６４万５,９９４円で、主なものといたしまして消耗品５５１万２，３３３円で、花

いっぱい運動の花の苗代、それと花の苗配布事業によるものでございます。また水道使

用料、下水道使用料、電気使用料その他修繕料、ガス使用料としての経常的経費でござ

います。１２節役務費は支出済額１７９万９,３１２円で、主なものとして総合保険料

で中尾城公園の入園者に対する保険、植樹祭時の参加者に対する保険に要するものでご

ざいます。１３節委託料は支出済額３,７８３万９０３円で主なものといたしまして公

園清掃管理委託料４０１万３,９９６円は、各公園トイレ清掃に要するシルバー人材セ

ンターへの委託でございます。また公園施設管理委託料２,８３８万７,４３４円は、中

尾城公園及び潮井崎交流館の施設管理として長与町公園施設等管理公社及びシルバー人

材センターへの委託でございます。１４節使用料及び賃借料は、主なものといたしまし

て１２カ所の借地公園の賃借料でございます。１５節工事請負費は、公園の維持管理、

補修に要する費用で３３件の工事を行っております。１６節原材料費は、施設整備に要

する補修材料費でございます。１８節備品購入費は支出済額５０万８,０１１円で、高

圧洗浄機、冷蔵庫、仕上サンダー、空調機を購入しております。なお、高圧洗浄機、冷

蔵庫、仕上サンダーは中尾城公園、空調機は潮井崎交流館に配備しております。１９節



負担金補助及び交付金は支出済額６万８,０００円で、公園に関連した協会費及び負担

金でございます。続きまして１４６ページ、１４７ページでございますが、８款６項１

目公営住宅管理費１節から１９節が土木管理課所管となっております。主なものを申し

上げますと、１１節需用費につきましては公営住宅の修繕費が主なものでございます。

１３節委託料につきましては、町営住宅植栽剪定委託が４件、それと町営住宅調査設計

委託が主なものでございます。続きまして２目安全・安心住まいづくり支援事業費でご

ざいますが、これは耐震診断などの申請がありませんでしたので支出はございません。

続きまして３目建築費７節、１９節が土木管理課所管となっております。７節賃金につ

きましてはパート賃金といたしまして１カ月分としております。１９節負担金、補助及

び交付金につきましては、住宅性能向上リフォーム支援補助金を１６件の方々に交付し

ております。続きまして１８４ページ、１８５ページをお願いいたします。１１款２項

１目道路等災害復旧費９節から１９節までが土木管理課所管となります。９節旅費、１

１節需用費は経常的経費でございます。１３節委託料は災害箇所の測量及び設計業務で

ございます。１５節工事請負費につきましては、町道南田川内本川内線道路災害復旧工

事を含む１２工事でございます。１８節備品購入費につきましては、雨量計及び電話器

を購入しております。１９節負担金、補助及び交付金につきましては、防災関連の協会

会費でございます。なお、長与町一般会計に係る主要な施策の成果に関する報告ですが、

報告書４４ページから４７ページにつきましてが土木管理課所管でございます。ご参照

賜りたいと存じます。以上が、平成２７年度土木管理課所管の内容でございます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。質疑に入りたいんですが、もう１２時近くになります。場内の

時計で１３時１５分まで休憩をいたします。 

（休憩 １１時５２分～１３時１３分）

○委員長（喜々津英世委員）

それでは、午後からの審査を、休憩を解いて午後からの審査を開始いたします。説明

は受けておりましたので、これから質疑を行いたいと思います。まず歳入の部、２２、

２３ですね。土木費、１２款１項５目ここで何かありませんか。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

中尾城公園の使用料に関してなんですが、昨年度は１３１万あって今年度８６万とい

うことで、これはスパイラルスライダーの影響でその５０万近くの減額っていうか、そ

ういうふうになってるのか、その点はちょっといかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

質問分かりましたか。日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えします。中尾城公園の使用料につきましては、委員ご指摘のとおりスライダー



が昨年２７年の７月の途中から使用中止になっておりますので、それ以降のまずはその

スライダーの分が入っていない。当然そのスライダーがないということで、当然モノレ

ールであったり、そちらの方の収入の方も若干でありますが、減となっていると言える

ことでございまして、そちらの方が要因だろうというふうに考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

２７年度にはあまり関係はないのかもしれないんですけど、この使用料中のスパイラ

ルスライダーの使用料の割合的なものっていうのはやっぱりほぼある程度のものを占め

てたんでしょうかね。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

２６年度で申しますと、委員先ほどご指摘のとおり１３１万が全体で収入がございま

す。その分の２８万３,０００円がスライダーの分でございまして、その分でございま

すので、それなりのパーセントが上がってると、２０パーセント弱は入ってるだろうと

いうふうに考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。ここは町営住宅の使用料もあります。はい。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

同じく中尾城公園使用料の件で、同僚議員が一般質問でも取り上げたことがあるんで

すがモノレールについてなんですが、同僚議員が言われるように老朽化が進んできて今

後の対策っていうのを今その代替策なりを検討してるということなんですが、２７年度

決算では利用されてますが、今後に向けてどういうふうな検討がされているかも分かれ

ばですね、教えていただければと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えします。モノレールにつきましては、昨年度、町の方でちょっと代替案という

ことでお示しをしたかと思いますが、案的にはまだ示してないんですけども、ちょっと

老朽化が激しいということでお話があったと思いますが、今業者の方と話をさせていた

だきまして、何とか、あれはモーターで動くものでございますので、例えばモーターだ

け変えればどうなのかとか。その辺もですね、何通りか今お話をさせていただいており

ます。現在のところは何とか大丈夫だろうということで保守点検も当然年に何回か行っ

ておりますので、点検時は問題ないということで、今のところは２７年度、２８年度ぐ

らいまでは何とか今のままやりたいと思っております。で、先ほど言いましたモーター、



そちらの方をどの時期で取り替えるか、そちらの方も検討しながら何とかモノレールで

今後もいけないかということでで今検討を行っておるとこでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。いいですか。はい、堤委員。 

○委員（堤理志委員）

それからもう１件ですね、町営住宅使用料の収入未済の件でお伺いしますが２７年度

１３件ということですが、これは１３世帯というふうに捉えていいものかということと、

因みにどこの町営住宅に何件、そのあたりが分かればお示しをいただければと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

濱中係長。 

○係長（濱中章君）

件数についてですけれども、件数は１人１年分を１件というふうに考えております。

団地ごとの内訳ですが、ちょっと手元にですね、資料がありませんので、後で回答させ

てもらってよろしいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

町営住宅使用料で、その内訳だったですね。それが今ないんですか手元に。それは後

でまた教えてください。はい、他にありませんか。いいですか、次が２４、２５、１２

款２項３目土木手数料。次は１番下の３目災害復旧費負担金ですね。ここはいいですか。

次２６、２７ページ、１３款２項４目、ここで何かありませんか。いいですか。じゃ、

次３２、３３、１４款２項６目、いいですか。次、３４、３５の６目の部分ですね。６

目の１節、２節、４節、いいですか。次、３６、３７、１６款１項５目、次が雑入部分

ですね。４４、４５、ここは清涼飲料水、それから各種施設の電話使用料、あと中尾城

公園の施設傷害保険精算金。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

確認をお願いしたいんですけど、中尾城公園の施設利用者傷害保険料精算金ですね、

これについてまずちょっともう少し詳しく、読んで文字どおりでいいんでしょうか、ち

ょっと詳しく教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

暫く休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて、再開します。山下係長。 

○係長（山下泰明君）

はい、お答えいたします。ご質問のありました中尾城公園施設利用者傷害保険料精算

金についてなんですが、こちらはですね、中尾城公園の草スキーやスパイラルスライダ

ー、モノレール等の有料施設の利用者の方に対する保険ということになっております。



どの程度利用されるかっていうのが当初の段階で分かりませんので、まず当初、契約を

結ばさせていただく際に１万３,０００人利用していただくという前提で、契約の方を

結ばさせていただいております。ただ実際に利用者っていうのが今回の数字に出てくる

分は２６年度の利用者ということになるんですが、その人数が１万３,０００人に満た

しませんでしたので、その分が精算金という形で戻ってきてるということでなっており

ます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

今の話を聞くと、まず見込みで保険料を払って翌年度に精算をかけるっていうことみ

たいなんですよね。実際に先の議会でも同じようなスパイラルの事故で議会に和解の議

決を求めてきたことがあったんですが、当然ここの精算金で掛けられた保険っていうの

は、自動車共済とかの場合には町に歳入で上がりますよね、ちゃんと保険を使った場合

には。この件に関しては保険会社との直接のやりとりで、町には保険金として支払われ

た分については歳入としては上がってこないという理解でよろしいんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。保険金につきましては、直接本人様の方、事故であれば修理会社、

それぞれの方に支払いをさせていただく、そういう形で示談及び和解をさせていただい

ておりますので、そういうふうにご理解いただければというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

ではですね、決算で聞けるのはこの項目しかないので、ちょっと聞いていこうかと思

うんですけれども、先の議会で私たちが議決を求められた議案はなぜ上がってきたんで

すかね。というのは、この間の議会の中の説明でも過去にもそういった事故があってた

というふうにあったんですよね。で、どんな事故かよく私たちも説明は受けてないんで

すけれども、この間の件に関しましては、ああやって議決を求めてきたと。これは金額

でするんですかね、それとも何かあるんですかね。というのは、ちょっと私もずっと疑

問に思う、本当はですね、あの議案が出たときに質問すれば、聞くべきだったと思うん

ですけれども、自治法の議会の議決事項の中に和解を結ぶ時には議会の議決を必要とし

てるんですよね。示談も当然和解に含まれるという解釈は自治法の９６条の１２項の中

にあります、ということでこの間の求めてきたことと、今まで求めてなかったのは何か

こう理由があるのか、あるいは、私もわかりませんけども、何か規則の中で、条例の中



で謳われているのか、ちょっとそこの確認をしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えします。今回のこの障害保険につきましてはですね、入院をされたら１日、も

う決まった金額、それと通院をされれば決まった金額ということで、もうそれぞれ決ま

った金額でお話をさせていただいて、その金額でもうお支払いをさせてもらうという形

をとらせていただいておりますので、委員ご指摘のとおり示談であると言えば示談にな

ろうかと思いますが、今回はもう決まった金額で先方様とお話をさせていただいて、そ

の金額をお支払いをさせていただいておるということですので、議会の議決を経てない

ということであれば経てないんですが、そういう形で保険料の方を支払ってるというこ

とになろうかと思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

そういう解釈がはたして成り立つのかっていうのですよね。示談なんですね、それは

結局。じゃ聞き方を変えますね。傷害保険の保険の内容を、すいません、教えてもらっ

ていいでしょうか。どういった事故でどういった感じ、今入院が何日とか入院で幾らと

かいうふうなのがありましたよね。そういったのをきちっと決められていると思います

ので、その内容について示してください。 

○委員長（喜々津英世委員）

基本的に条例なり規則なり、ここに基づいて議会の議決を。直接発生しないわけです

ね、負担は。しかし、何に基づいて議会の議決を経なければいけないのかということを

きちっと明確に答弁してください。日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えします。地方自治法の中で載っていますが、ちょっと手元に資料がございませ

んので、今ちょっと精査して、後でご報告、ご答弁させていただきたいというふうに考

えております。 

○委員長（喜々津英世委員）

じゃ、この件はあとでまた答弁を求めたいと思います。他にありませんか。安部委員。 

○委員（安部都委員）

すみません、先ほどの回答の件でちょっとお尋ねですけども、２６年度のその１万３,

０００人の予定でというところなんですが、１人当たりその保険料が幾らだったのか、

２７年度は何人が入られたのか、そこを教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

質問、意味分かりましたか。山下係長。 



○係長（山下泰明君）

お答えします。今、手元に保険の契約書等がちょっと持ってきておりませんので、そ

の詳細な内容についてはちょっとお答えができないんですが、利用者数が１万３,００

０人ということで、保険料が１５８万６,０００円で契約をさせていただいてますので、

１人１２２円というような形になります。今回ですね、精算っていう時に、利用者数な

んですけど、８,４３４人の方が利用しているということで保険料の方が１０２万１,３

６０円ということになります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えします。決算書の１４５ページをお開きください。５目１２役務費の中の上か

ら３段目、総合保険料１６０万６,０００円となっております。この中の内訳を申しま

すと、中尾城公園の入場者傷害保険、これが１５８万６,０００円。それと植樹祭の時

の傷害保険が８,０００円、それと菜の花まつりの草刈りで１万２,０００円、合計１６

０万６,０００円となっております。ですから１５８万６,０００円を１万３,０００人

で割りますと１２２円という形になりますので、１人頭１２２円ということでご理解い

ただければというふうに考えます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。じゃ、また後で質疑の時間をとりたいと思います。

次４６、４７の先ほどの雑入の中で１番上、予納金返戻金、いいですか。次が２０款１

項１目２節、これの町道新設改良事業充当起債がそうだったですね、土木ですね。いい

ですか。それでは歳出いきます。１３４、１３５、８款１項１目ここはいいですか。次

１３６、１３７、道路、８款１項２目ここもありませんか。次いきます。１３８、１３

９、３目、４目、ここでありませんか。なければ８款３項１目、河川関係ですね。次１

４０、１４１、８款４項１目、いいですか。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

ちょっと１ページ戻っていただいて、河川総務になるのかどうか知りませんが、金額

はさわりませんけどもね、船津のですね、手前の橋、あれは何だったかな、新浦橋か、

そこの、こちら側の右側の１０メーターかちょっと行ったところの護岸が、真ん中ぐら

いが割れておるんですね。地元からちょっと相談を受けていたんですよ、私も現場見た

んですけどもね。例えば河川の壁が水が上がるか上がらんぐらいの位置ぐらいが、割れ

てずれているんですよ。ずっとね、こういう所の河川のですね、そのほぼ真ん中ぐらい

のクラックが入ったように全部ほとんどありますけどね。何か問題ないのかなというふ

うに、こちらは問題なければ下は問題ないかなと思うんですが、あれはちょっと問題じ

ゃないですかというその船津の人から相談を、これは去年でしたけどね。現場見ていた

んですけども、そういう所ちょっと管理課の所管ではないのかなという感じしますけど



も、知っておられますかね。港湾の方か。あれは海になるのかな、河川になるのかな、

クラックが入ってることは課長知ってますか。知らないですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。今のクラックの件につきましてはですね、お話の方は以前聞いた

ことがございます。管理の方につきましては、あそこが河川の兼用護岸ということで、

道路の部分、上の部分につきましては町道として私どもの方が管理をさせていただいて

おると。道路じゃない部分、要は斜めになっている部分につきましては河川の方の管理

という形でございます。ただ、クラックにつきましては道路の部分の何かしらあってそ

の部分がクラックが入っているという形も考えられますので、委員ご指摘の件につきま

してはですね、ちょっと県の振興局の方にお話をさせていただきたい。現場の方ももう

一度見させていただきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

今、１３７に戻ったので合わせてお伺いしますが、法面維持委託料のところでお伺い

したいと思いますが、１３７ページです。１３７の法面維持委託料ですが、この法面の

中に長与ニュータウンの法面が含まれているんじゃないかと思うんですが、２７年度の

このチェックした内容、またはあるいは工事した内容ですね、このあたり、ここはどう

いったものがあったのか、お願いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 

○課長補佐（前田将範君）

お答えします。ニュータウン法面の管理につきましては、平成１５年からですね、管

理を引き継いで常時点検と補修を行っているとこなんですけども、平成２７年度につき

ましては、法面がＡからＦまでございまして、そのうちのＢ法面の中段付近を今回、委

託料の方で調査をかけまして、その調査に基づいて、法面のクラックの補修と法面小段

にあります側溝の補修と法面の除草を行いました。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。はい、他にありませんか。１４４、１４５でありませんか。１４４、１

４５ありませんか。ないようでしたら次１４６、１４７、公営住宅管理がでてきます。 

中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

１４７ページの委託料の法律事務委託料というのはどういった件の委託なんでしょう

か。内容を教えてください。 



○委員長（喜々津英世委員）

濱中係長。 

○係長（濱中章君）

お答えします。公営住宅の明け渡しの裁判に関する弁護士に委託した費用となります。

主に報酬金になります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

１４５ページに戻るんですが、この中段の公園砂場検査委託料というのが３７万８,

０００円上がってますが、砂場の検査、内容的なものをちょっと教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

山下係長。 

○係長（山下泰明君）

お答えします。公園砂場検査委託料は、長与町内に２６の砂場がございまして、そち

らのですね、大腸菌等がないかどうかの検査をさせていただいております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

余計なことかもしれないんですが、この公園の砂場というのは、今もうなくそうとい

う方向に行ってるんじゃないかなと思うんですよね。うちの近所の八反田公園ももうが

ちがちに固めてしまって、猫の糞とか、うちの息子もその中の糞を食べたことがあった

んですけど、そういう感じで砂場はそういうふうな感じでなくしていく方向がよろしい

んじゃないかというふうに、子の親からしたら思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、砂場につきましては今後衛生面であったり、

また先ほど食べたりということの事故等もございますので、これにつきましては各自治

会、こちらの方ともお話をさせていただきまして、どちらの方がいいのか、やっぱり自

治会の方でやっぱり残してほしいというご希望があれば、その辺も含めまして、今後検

討させていただければというふうに考えております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。次１４６、１４７、ありましたらどうぞ。２目は実績はありませ

んからここでは１目と３目ですね。次１８４、１８５、この１０款２項１目、なければ

先ほど答弁をいただいてなかった部分について答弁を求めます。濱中係長。 

○係長（濱中章君）



お答えします。平成２７年度収入未済額１３件の団地ごとの内訳についてですけれど

も、東高田公営住宅が７件、西高田公営住宅が２件、岡岬公営住宅が４件となっており

ます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

ちょっと復唱しますね。東高田が７件、西高田が２件、岡岬が４件ですね。よろしい

ですか。はい、堤委員。 

○委員（堤理志委員）

２７年度がこういった状況で恐らく、その後督促をされたり、いろんな交渉をされて

ると思うんですが、その後、それぞれ見通しがどういうふうな状況なのかですね。一定

支払いの見通しがつきつつあるものがどのくらいあるとか、そのあたりの交渉状況です

ね。お願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

馬場主事。 

○主事（馬場俊輝君）

お答えします。２７年度１３件の分なんですけれども、今現在でいきますと６名の方

はもう滞納を完済されておりまして、残り７名で残額が３２万１,７００円となってお

ります。２７年度の収入未済額のパーセントでいくと決算時は９８.４７％のところ、

今現在９９.１％まで収納率が上がっております。これを今後詰めていって、今年度中

にできるだけ１００％になるようにいたしていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。それでは、場内の時計で１４時まで休憩します。 

（休憩 １３時５５分～１４時００分） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。 

先ほどの損害賠償の契約にかかわる議会付議の問題で答弁を行います。日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。前回の議会の方で議案として提出をさせていただきました和解の

案件につきましては、地方自治法第９６条によりまして議決が必要という形で議会の方

に上程をさせていただいております。それ以外、今回もそれ以前も示談があっただろう

ということの案件につきましても、本来であれば必要であろうというふうに考えており

ますが、ちょっと今のところですね、今後はという形で始まっており、考えてはいるん

ですけども、以前がそのスパイラルスライダー約１０件ほど、議会の方でも答弁させて

もらったとおり約１０件、怪我をなさった方がいらっしゃると。それについても、傷害

保険の方でお支払いをさせていただいております。その分も当然、示談あるいは和解と

いう形で、この１０件については全部すべて示談になってるんですけども、そちらの方

も保険金でお支払いをさせていただいているというのが事実でございます。これが議会



の方の地方自治法９６条の方に当たるかどうかにつきまして、ちょっと他の案件等も含

めまして調整をさせていただければなというふうに考えております。お答えとしては回

答になっていないんですけども、ちょっとお時間いただいて、回答させていただければ

というふうに考えています。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

基本的には、答弁として、まだ結論が出てないというような感じ。部長、何かありま

すか。はい。緒方部長。 

○建設産業部長（緒方哲君）

今回、６月の第２回の議会の方で和解の議案を提出させていただいたんですけども、

その際の和解につきましてはですね、和解の中で金額を決めた部分があると、慰謝料等

ですね。これまでの、それ以前の保険金の支払いの時点においては、日名子課長が説明

しましたように定額の部分についてお支払いをする形で解決を図っていたと。今回の分

は弁護士さんが入ってですね、和解を結んで金額を確定させたと。確定させるに当たり、

議決をいただいたというところで議決をいただいており、金額を確定させたっていう経

緯がございます。安藤委員ご指摘の地方自治法の示談に、これは当たるんじゃないかと

いうお話ありますけれども、そのあたりは、我々、ちょっと精査をさせていただければ

と思います。今回の分、前回議会にかけた案件は地方自冶法の和解を結ぶに当たって、

議案を提出させていただいたということでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

暫く休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて再開をいたします。歳入歳出の事項別明細、それから主要な施策の成果

に関する報告書、それから先ほど配っていただきました町営住宅、あるいは町営住宅に

係る駐車場の使用料、収納状況表、ここらへん、ひっくるめて何か質疑がありましたら

どうぞ。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

小さなことですが１８５ページの１番下から２番目の一般備品購入費のところのご説

明で雨量計を購入したということがありましたが、この雨量計を購入した理由、これを

まずお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

日名子課長。 

○土木管理課長（日名子達也君）

お答えいたします。今までの雨量計につきましては、平成１０年製造の分がございま

す。これはもう旧式でございまして、なかなか雨量につきましては正確な値が出ないと

いう形でございましたので、今回、デジタル化、雨が降ったら数字がすぐパソコンにす



ぐ出るというふうなことで、即座に数字が出るような形で、そういった雨量計を購入い

たしまして、今後のゲリラ豪雨、あるいは台風等々のですね、１時間降雨量、あるいは

２４時間降雨量、こちらの方を即座に出るような形で対応したいという意味を込めまし

て、購入をさせていただいたということでございます。ですから、前までのその雨量計

につきましては、その中に水が貯まって雨の量を測っていたということでございました。

すいません、委員長、訂正させてもらってよいでしょうか。先ほど申しました元、平成

１０年の製造された雨量計につきましても、正確ではあるんですが、なかなかリアルタ

イムに数字が出てこないということでのその正確性でございますので。数字が正確とか

そういうことではないので、その辺はちょっとすみません、ご理解をいただいて、そち

らの方で購入をさせていただいたということでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

ページで言ったら１３９ページの橋りょう維持費に関わる部分でお尋ねしたいんです

けれども、主要な施策の成果に関する報告書の中でも、点検が１４橋、それから工事が

１橋ということですが、これはもう点検については１４橋全て２７年度でこの予定して

た分についてはもう完了がしたのかどうかが１点と。それから工事で榎の鼻橋ですね、

この工事の時に途中で油圧ジャッキの確保が非常に困難だったというふうなやりとりを

した記憶があるんですが、これは２７年度でそのあたりも含めて解消できたのかどうか。

ここをお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 

○課長補佐（前田将範君）

お答えします。まず橋りょう点検の１４橋につきましては、２７年度に全て計画どお

りに完了してます。次に、榎の鼻橋の橋りょう補修工事なんですけども、ご指摘のとお

り繰越が発生しまして、原因が先ほどのとおり油圧ジャッキの確保ができなかったこと

による工事の延長ということであるんですけども、この工事につきましては２８年の６

月２７日を以って工事は完了してます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

安全で快適な地域社会の創造補助金の分なんですが、今回は１件というところで今後

経年劣化によりましてこの法面の補修というところが予定があられるのかどうなのか教

えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 



○課長補佐（前田将範君）

お答えします。安全で快適な地域社会の創造事業につきましては、北部浜崎地区の北

部区画整理事業内にあります道路法面についての維持補修の方を平成２４年から平成３

０年までの間で工事の方を進めていくよう予定しております。今後の道路法面の補修に

つきましては、この北部１号線浜崎地区が３０年に終わった後、順次また嬉里地区、中

尾団地の方、要望が上がっている地区について精査を行いながらですね、安全安心社会

資本整備事業の方で計画を立てて工事を行っていくように予定しております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

３０年までということなんですが、では経費としてはこれが一定額同じ金額がずっと

上がるということですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 

○課長補佐（前田将範君）

事業費につきましては、単年度につきましては事業を行う前年度に実施設計等々行い

まして、金額を確定した上で補助金の申請を上げて、次の年度に工事を行うという流れ

でいっております。今回の北部法面につきましては、平成２４年の計画以前に１回全体

の計画を策定して、その中で大体の金額を決めて、その年割を、大体の予算を決めた中

で、社会資本整備事業補助金の方に計上を挙げて工事を行っております。 

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

となると、確定して国に上げる、そうしたら国の補助金というのも１００％というこ

とで大丈夫なんですか。 

○委員長（喜々津英世委員）

前田課長補佐。 

○課長補佐（前田将範君）

お答えします。国の補助金につきましては、最近の動向からすれば１００％予算がつ

くってことはあまりなく、最近は補助金申請額の９０％から８５％ほどです減額した形

で内示が下りているのが現状です。その分その分の不足につきましては、単費の方を若

干計上してまいりますので、その分で補てんをしながら工事の方は進めていっておりま

す。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。はい、それでは質疑なしと認めます。 



これで土木管理課所管の審査を終わります。 

場内の時計で１４時３５分まで休憩いたします。 

（休憩 １４時２４分～１４時３３分） 

○委員長（喜々津英世委員）

それでは、次は、建設産業部の都市計画課所管を行います。 

議案の説明を求めます。建設産業部松邨理事。 

○建設産業部理事（松邨清茂君）

それでは、皆さんこんにちは。議案第５０号、一般会計の決算についてご説明申し上

げます。事項別明細書に基づきご説明申し上げますので２６ページ、２７ページをお開

き願います。下の方ですね、１３款２項４目２節都市計画費補助金として活力創出基盤

整備総合交付金で収入済額は１億１,４３１万４,２５２円で、これは歳出１４２ページ、

１４３ページの８款５項４目の街路事業費に関連する交付金です。収入未済額として６,

８５４万１０３円は来年度への繰越金となります。また３節の市街地整備総合交付金で

すが、備考欄の公園整備事業交付金の２,６００万円が都市計画所管分でございます。

これは歳出１４４ページから１４５ページの８款５項５目公園緑地管理費の１７節公有

財産購入費で百合野児童公園の用地購入に関する交付金でございます。続いて３４、３

５ページをお開き願います。中ほどです。１４款３項６目１節土木費委託金３節都市計

画費委託金１,０００円につきましては、都市計画法第５３条第１項に基づく許認可事

務の権限移譲交付金でございます。続いて３８ページ、３９ページをお開き願います。

これも中ほどです。１７款１項３目１節土地区画整理事業特別会計繰入金３４２万３,

０００円でございますが、高田南土地区画整理事業地内において２８街区の３と４、道

ノ尾駅前の保留地処分金を繰り入れたものでございます。続いて４４、４５ページをお

開き願います。１９款５項１目１節雑入でございますが、備考欄の上から１４段目の都

市計画地図売払収入５万８,５００円。中段ほどの電柱等設置使用料の４万８,２３７円

のうち３９０円が都市計画課所管分でございます。場所は都市計画道路西高田線におい

て先行取得しておるところでございます。続きまして４６、４７ページをお開き願いま

す。２０款１項１目１節都市計画事業債、収入済額２億８,６６０万円の内訳でござい

ますが備考欄の土地区画整理事業充当起債の２億５５０万円、これは歳出１４２ページ、

１４３ページの８款５項２目土地区画整理費の２８節土地区画整理事業特別会計への繰

出金に関するものでございます。下段、街路事業充当起債の８,１１０万円でございま

すが、これも歳出の１４２、１４３ページの８款５項４目街路事業費１５節工事請負費

に関連するものでございます。次の２節の市街地整備総合交付金事業債、収入済額５,

０７０万円のうち備考欄の下段、公園整備事業充当起債の３,２５０万円が都市計画課

所管分でございます。これは歳出の１４４ページ、１４５ページの８款５項５目公園緑

地管理費の１７節公有財産購入費で百合野児童公園の用地購入に関連する分でございま

す。 



続きまして歳出でございます。１１６ページから１１７ページをお開き願います。中

ほどです。４款３項１目１９節負担金、補助及び交付金、備考欄の下水道施設事業費負

担金の２,２４３万８,０８０円でございますが、高田南土地区画整理事業地内浦上水源

池付近で長崎市が施工した汚水管布設工事、約４６３.９５メートル分の工事負担金で

ございます。続いて１３６ページから１３７ページにまたがります。８款２項１目道路

橋りょう総務費、９節旅費、１１節需用費、１３節委託料、１４節使用料及び賃借料、

１９節負担金、補助及び交付金は経常的経費でございます。続いて１４０ページ、１４

３ページにまたがります。８款５項１目都市計画総務費でございますが、１節報酬６万

３,４００円は都市計画審議会１回分の委員報酬でございます。２節給料、３節職員手

当、４節共済費につきましては、県へ出向している職員１名を含み計７名分の手当でご

ざいます。７節賃金、９節旅費、１１節需用費は経常的経費でございます。１３節委託

料１４万６,８８０円の内訳としましては、長与町都市計画情報システムデータ設定業

務でございます。不用額の３４５万３,１２０円につきましては、当初、都市計画道路

西高田線の認可変更及び都市計画基本図の更新作業を予定しておりましたが、榎の鼻土

地区画整理事業の終了を待って行った方がよいと判断し、当該年度に行わなかったため

不用額が発生したものでございます。１４節使用料及び賃借料、１９節負担金、補助及

び交付金は経常的経費でございます。次に２目土地区画整理費でございます。１７節公

有財産購入費５,９８６万４,１９４円は高田中学校付近、旧みろくやの土地でございま

すが、ここを以前基金で購入しておりました土地３筆分を買い戻した分２,４０５万１,

１０４円と道ノ尾駅前地区の２筆、それとふれあいセンター前のループ橋付近の土地一

筆を西彼中央土地開発公社より買い戻した分３,５８１万３,０９０円でございます。１

９節負担金、補助及び交付金９万４,０００円は街づくり区画整理協会負担金としての

経常的経費でございます。２８節繰出金５億２０５万６,０００円は、長与町土地区画

整理事業特別会計の繰出金でございます。なお２８年度への繰越明許費として１億３,

８８４万２,０００円となっております。続きまして４目街路事業費でございます。９

節旅費、１１節需用費、１２節役務費は経常的経費でございます。１３節委託料８８１

万１,７２０円は、都市計画道路西高田線物件調査業務を含め５件の調査業務でござい

ます。１４節使用料及び賃借料４４万８,２００円につきましては、現在西高田線をや

ってるんですけれども、フォーレツインキャッスルの裏の新設区間とその横にあるアッ

プルタウンの境に設置しております防護柵の賃料でございます。１５節工事請負費２億

１,２９８万９,５００円は、平成２６年度繰越事業の西高田線橋りょう下部工工事６,

３６２万６,０００円、同じく繰越事業の西高田線切土工事４,４００万４,６００円、

西高田線橋りょう工事前払金８,１６７万円、西高田線排水構造物工事６７４万円、そ

の他として１７件、１,７４１万２,３００円でございます。なお、２８年度への繰越明

許費として１億２,４６２万円となっております。１７節公有財産購入費５９万３１８

円は県道東長崎長与線道路改良工事に伴う土地購入で９.４３平米でございます。１９



節負担金、補助及び交付金の３,５１６万２００円でございますが、都市計画道路事業

地元負担金３,０５０万８,２００円、これは県が街路事業として工事を行っている吉無

田三根線の整備費用としての負担金でございます。また、都市計画街路事業促進協議会

会費として８,０００円を支払っております。２２節補償、補填及び賠償金の２,２０８

万２,３５２円でございますが、都市計画道路西高田線に関する補償金として５件分で

ございます。続きまして１４４ページ、１４５ページをお開き願います。８款５項５目

１２節役務費、備考欄４段目印紙代３万円が都市計画課所管分でございまして、これは

百合野児童公園の土地購入の際の印紙代でございます。８款５項５目１３節委託料、備

考欄３段目設計委託料２５３万８,０００円が都市計画所管分でございまして、これは

百合野児童公園の改修に伴う測量設計業務委託料でございます。１７節公有財産購入費、

５,９５６万９,８００円は百合野児童公園の土地９８３平米を購入した分でございます。

それから、主要な施策の成果に関する報告書でございますが、都市計画所管分としては

４７ページ高田南土地区画整理事業、４８ページ街路事業地元負担金、４９ページ街路

事業都市計画道路西高田線街路整備工事、５０ページ公園整備事業百合野児童公園整備

事業を掲載しております。以上で都市計画所管分の説明を終わります。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりましたのでこれから質疑に入りたいと思います。まず歳入の部からいき

ます。２６、２７。１３款１項４目２節、３節の一部ですね。これはまた後で歳出のと

ころでも出てまいりますので。次３４、３５、１４款３項６目の３節ですね。次行きま

す。３８、３９。１７款１項３目、いいですね。４４、４５雑入がありました。４６、

４７。２０款１項１目の１節、２節の一部です。これも後で歳出のところと関係があり

ますので、何かありましたらその時にどうぞ。次、歳出いきます。１１６、１１７、４

款３項１目ですね。ここで下水道施設事業費負担金。いいですか。１３６、８款２項１

目、これは全て都市計画課所管です。いいですか。次１４０、１４１、８款５項関係、

いいですか。１４２、１４３。８款５項１目、２目、４目、いいですか。次に１４４、

１４５。５目の１２節の中で印紙代、それから１３節で設計委託料、それから１７節公

有財産購入費、これが都市計画所管です。いいですか。質疑はありませんか。山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

ちょっと場所を教えてもらいたい。１４３ページの下から３番目の用地購入費の県道

東長崎かな、９．幾ら平方メートルの、ここはどの辺になるんですかね、場所的に。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口参事。 

○参事（山口新吾君）

県道の、東長崎長与線の改良に伴いまして用地買収を行った箇所なんですけれども、

今、都市計画道路西高田線を整備しておりますけれども、そちらから上に向かって行っ



たら、ちょっと右側にちょっと薬局がございますけれども、そこの県道の道路改良を行

うためにですね、町の方で買収をした部分の用地ということになります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

すいません、１４３ページの街路事業費ですね。同僚議員の一般質問の中で、この街

路事業の部分の歩道の幅員についてですね、質疑が交わされて、その時にそもそもなぜ

その歩道の幅員がこういうふうになった状況なのかというのが誰もお答えができなかっ

た状況があって、その後検討するというふうなことの答弁があってたと思うんですが、

これ２７年度決算ではあるんですが、２７年度それから次年度の計画も含めてどのよう

な担当課として結論になっていってるのかですね、をお知らせいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

松邨理事。 

○建設産業部理事（松邨清茂君）

今言われている箇所は西高田線、橋のところから高田の踏切までを都市計画道路西高

田線で改良をしてるんですけれども、以前、幅員を見直しますよというお話をした際に

は今の新規区間、要は役場前から北陽台高校の下のところ、あとちょっとで山切りが終

わるんですけどもね、ここのところは現行の幅員１７メートルで行くというところです。

道路を設計する時には交通量等を調査して幅員を決めていきます。そこにもう一つ、今

度は歩道をつくる際も４メートルで作ってみたり２.５で作ったり、この幅員も歩行者

の数に応じて幅員を決めなさいよという指針が出てきております。そこで、北陽台高校

の下のところからフォーレツインキャッスルから出たところから高田の踏切のところま

では歩行者の数を調査いたしました。それで、どうしても今の１７メートルの幅員で通

すと、ちょっと会検ではちょっと持たないだろうと。そこの歩行者の数を勘案して設計

をし、そこの幅員を狭めますっていう話です。ただし、まだ都市計画決定の変更はまだ

行っておりません。これをもって都市計画決定の変更とか、高田踏切の改良とか入って

いきますので、今のところ幅員を狭めると言ったところでは、大体その数字でいこうと

思ってますけれども、あと県とか国とか協議をしなくちゃいけません。そこで今協議中

という形になっているところでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

因みに、まだ正式な決定はしていないけれども、そういう幅員を狭める方向で今後検

討なさっていくということでありますけれども、その際に、現行の計画で行ったときの

工事費と狭めた時の工事費、恐らくそっちの方が安くなるんじゃないかと思うんですが

そのあたりのおおよその積算等々もされていらっしゃれば、大まかに概算このくらいの



工事費の縮減ができるとかいうことがあらかた分かれば教えいただきたい。 

○委員長（喜々津英世委員）

松邨理事。 

○建設産業部理事（松邨清茂君）

県とＪＲとかそういうところの協議は終わらないと詳細設計の設計を組めないんです。

今、概算で組んでもう一度設計をし直すことになりますので、そこでいらない委託料が

発生しますので、県警とＪＲとかそういったところが、協議が整って高田の踏切こんな

幅員でいいよとかそういった形が決まれば、それから詳細に設計を委託を発注します。

それから、金額が分かりますので現計画との差というのは出てくると思いますので、今

段階では幾らっていうのは把握しておりません。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。じゃもう歳入、歳出、それから主要な施策の成果に

関する報告書、いずれでも結構です。何かありましたらどうぞ。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

１４３ページのこの用地購入の、基金からの買い戻し、これはよく分かりますが、こ

のみろくやの土地、これは全部今購入してしまったという理解をしていいんですかね。

また基金でも購入する余地がまだ残されとるという意味なのか。あるいは全部購入した

かということですね。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口参事。 

○参事（山口新吾君）

今回基金から３筆買い戻しをしたんですけれども、まだ、みろくやの所には、土地は

まだ基金のまま残ってる土地がございます。その部分についてと以前富貴屋旅館という

のがあったんですけども、その部分についても、まだ残ってる状況でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

その基金から買い戻しがまだ残っとるという、そういう今の説明だったんですかね。

私の質問は、基金でもまだ買ってないものがまだあるんですかと、残りが。買おうとい

うもので、予定のものがまだみろくやからこちらに、基金でも何でも、まだ残っている

ものがあるんですかと。 

○委員長（喜々津英世委員）

山口参事。 

○参事（山口新吾君）

すいませんでした。今からですね、基金での購入をする予定をしてる箇所は、現在の

ところございません。以上です。 



○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。全般的にいいですよ、どうぞ。まだ十分時間ありますから、しっ

かり考えて質問お願いします。はい、じゃ、質疑なしと認めます。 

これで、質疑を終わります。建設産業部都市計画課所管を終わります。 

場内の時計で１５時１５分まで休憩します。 

（休憩 １５時０２分～１５時１１分） 

○委員長（喜々津英世委員）

はい、それでは、これから教育総務課、学校教育課の所管の審査をいたします。 

議案の説明を求めます。宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

それでは平成２７年度一般会計決算書、歳入歳出の事項別明細につきまして、教育総

務課と学校教育課所管含めまして説明をさせていただきます。歳入総額は５億７,５４

８万８,１８８円、歳出総額は９億４,４８１万８,６７５円となっております。それで

は歳入から説明いたします。事項別明細書の２０、２１ページをお開きください。１１

款１項３目教育費負担金、１節教育総務費負担金でございます。これはスポーツ振興セ

ンター共済保護者負担金で、町立小・中学校の児童生徒が加入しておりますスポーツ振

興センター共済掛金９２０円のうち、要保護、準要保護世帯を除く３,２６７人の保護

者の方に２分の１の額をご負担いただいているものです。続きまして２６から２９ペー

ジをお開きください。１３款２項５目教育費国庫補助金、収入済額３,１００万５,００

０円のうち１,９０９万５,０００円が教育総務課所管分になります。節別に１節小学校

費補助金１,８１４万６,７７１円、２節中学校費補助金９４万８,２２９円が収入済み

で、内訳は備考欄記載のとおりとなっております。小学校費補助金の３行目の学校施設

環境改善交付金は、長与小学校体育館吊天井撤去工事に係るものです。３６、３７ペー

ジをお開きください。１５款１項２目利子及び配当金１節利子及び配当金の収入済額３

０２万９,８６２円のうち備考欄の６行目と７行目の義務教育施設整備基金運用収入と

奨学資金貸付基金運用収入、１番下の段の教育振興基金運用収入が教育総務課所管にな

ります。３８、３９ページをお開きください。１６款１項７目教育費寄附金の収入はご

ざいませんでした。４０、４１ページをお開きください。１７款２項６目義務教育施設

整備基金繰入金１節義務教育施設整備基金繰入金の収入済額５億１,２５４万７,３５４

円は、教育振興基金に統合するため基金から繰り入れております。４２、４３ページを

お開きください。１７款２項１１目教育振興基金繰入金１節教育振興基金繰入金２,４

２８万４,３６０円のうち、長与第二中学校校舎外壁改修工事の設計業務委託のために

１９４万４,０００円を繰り入れております。４４、４５ページをお開きください。１

９款５項１目雑入１節雑入のうち、備考欄下から４行目の町村有建物災害共済金の１２

７万２,２４０円は、４月２９日に長与第二中学校に雷が落ちた時に火災受信機が破損

したため、その取替工事を行っております。この工事につきましては落雷損害共済金の



対象となったことによる歳入分でございます。４６、４７ページをお開きください。２

０款１項３目教育債１節小学校施設整備事業債の３,８７０万円は、長与小学校体育館

吊天井撤去工事に伴う起債分でございます。以上が歳入でございます。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。１５２、１５３ページをお開きくださ

い。１０款１項１目教育委員会費でございます。１節の報酬から１１節需用費は経常的

な経費の支出でございます。教育委員４名の報酬等となっております。２目事務局費で

ございます。２節給料から４節の共済費までは、教育長、次長、学校教育課は理事を含

む５名、教育総務課は６名の合計１３名分の人件費の支出でございます。１５４から１

５５ページをお願いします。７節賃金は育児休業代替職員の４月から１０月までの 7 ヶ

月間の賃金の支出となっております。８節報償費から１５６から１５７ページの１９節

負担金、補助及び交付金までは経常的な経費の支出でございます。１８節の備品購入費

につきましては、教育委員会の事務室用にシュレッダーを購入しております。１９節負

担金、補助及び負担金の主なものでございます。５行目の各種大会参加補助金は、交通

費宿泊費の補助として、町内の小・中学校に対しまして県大会２９件、九州大会１０件、

全国大会３件の計４２件分を支出しております。６行目のスポーツ振興センター共済負

担金は、児童生徒３,２６７名、準要保護４４２名、要保護４０名分の支出となってお

ります。１１行目の体験交流学習補助金では、ふれあいペーロン大会送迎に係るバス代

の値上げに伴い、前年度より１５万円の増額支出となっております。１５６から１５７

ページをお開きください。３行目の教科書採択協議会負担金として５万円を支出してお

ります。これは平成２８年度が中学校の教科書改訂年度のために支出をしております。

続きまして３目の義務教育施設整備基金費２５節積立金は基金利子分を積み立てたもの

でございます。続きまして４目教育振興基金費の２５節積立金は義務教育施設基金、図

書基金、文化振興基金、体育振興基金の４つの基金を統合して教育振興基金とまとめた

ものです。続きまして、２項１目小学校管理費でございます。７節の賃金のうち、備考

欄、児童・生徒補助支援員賃金は教員補助員５名、特別支援教育支援員１１名分を支出

しております。１１節消耗品費の備考欄８行目の修繕費になります。主なものとしまし

て、長与小学校体育館の観覧席の修繕や南小学校の雨漏り修理等を行っております。１

５８、１５９ページをお開きください。１３節の委託料のうち、備考欄下から７行目の

設計監理委託料は長与小学校体育館吊天井撤去工事の設計業務と管理業務委託となって

おります。備考欄１番下の遊具撤去委託料は、高田小の木製遊具の撤去と北小の屋外バ

スケット台の撤去を行っております。１４節の使用料及び賃借料のうち、電算機器借上

料は小学校５校のパソコン教室用のコンピューターの入替とタブレット７０台のリース

を行っているため昨年度より増額をしております。１５節工事請負費のうち、主なもの

としまして備考欄１行目の屋内運動場整備工事費は長与小学校の体育館の吊天井撤去工

事を行ったものです。また校舎整備工事は高田小の避難階段改修工事が増額の主な要因

となっております。１６０、１６１ページをお開きください。１８節の備品購入費につ



きましては、児童用机、椅子が購入の主なものとなります。保健室用備品購入費はデジ

タル身長体重計や視力検査機の購入が主なものとなります。給食用備品購入費につきま

しては、高田小学校の２層シンク、北小学校の自動消毒器の購入が主なものになります。

２目の小学校教育振興費になります。８節報償費の備考欄、講師謝礼はふれあいペーロ

ンや総合学習の講師への謝礼、子供と親の相談員報償費は各小学校に１名ずつ配置して

おります相談員５名分の支出でございます。１１節消耗品費の印刷製本費につきまして

は、ふるさと長与を改訂し約１,３００冊を作成しております。また、教師用教科書及

び指導書につきましては４年ごとの小学校の教科書改訂年度ですので、指導書とデジタ

ル教科書、教師用の教科書を購入しているため増額となっております。１８節の備品購

入費の図書購入費は２，２３６冊の図書を購入しております。教材備品購入は主なもの

としまして、長与小学校のアンプ型拡声器や高田小学校のオルガン等となっております。

１９節の負担金及び交付金は、遠距離通学費補助金としてバスの定期代の２分の１を洗

切小学校７名、北小学校１４名の計２１名分支出をしております。２０節の扶助費の備

考欄、要保護、準要保護児童就学援助費につきましては、要保護６名、準要保護２９２

名、特別支援学級児童就学援助費として１１名分の援助費を支出しております。続きま

して、３項１目中学校管理費７節賃金の備考欄の児童・生徒補助支援員賃金は５名分の

支出になっております。その他経常的な経費の支出となっております。１６２、１６３

ページをお開きください。１１節需用費の備考欄６行目の修繕費につきましては、第ニ

中学校のパソコン教室の雨漏り修理等を行っております。１３節の委託料、備考欄１１

行目の設計監理委託料は、長与第二中学校の校舎外壁改修工事の設計業務の支出を行っ

ております。１５節工事請負費の備考欄の校舎整備工事費は歳入で説明しました第二中

学校の火災受信機の取替工事が主なものとなります。１８節の備品購入費につきまして

は電波時計や電子黒板等が主なものとなっております。１６４、１６５ページをお開き

ください。保健室備品購入費におきましては、空気清浄機やベッド等の購入が主なもの

になっております。次に２目中学校教育振興費でございます。８節報償費の備考欄、講

師謝礼はふれあいペーロンや総合学習の講師謝礼、心の教育相談員報償費は各中学校に

１名ずつ配置しており３名分の支出でございます。１４節の使用料及び賃借料は郡の中

総体や駅伝大会、吹奏楽コンクール等のバスの借上料の支出となっております。１８節

備品購入費の図書購入費は１,２７９冊の図書を購入しております。教材備品購入費に

つきましては音楽用の楽器やハンドボールのゴール等を購入しております。理科教育等

設備備品購入費では各中学校に２０万円の補助金を国からいただいて理科室の備品を整

備いたしております。１９節負担金、補助及び交付金は、遠距離通学費補助金として、

バスの定期の２分の１を長与中学校５２名、第二中学校２２名の計７４名分支出をして

おります。２０節扶助費の備考欄の要保護、準要保護生徒就学援助費につきましては、

要保護９名、準要保護１８４名、特別支援学級生徒就学援助費として９名分の援助費を

支出しております。５項１目奨学金でございますが１６６から１６７ページをお開きく



ださい。奨学金運営委員会を１回開催いたしましたので、その報酬と費用弁償でござい

ます。また、この運営委員会で新規貸付者といたしまして５名の方のご承認をいただい

ております。２５節の積立金は、基金の利子分を積み立てたものでございます。続きま

して１８２、１８３ページをお開きください。７項３目学校給食費でございます。こち

らは南小学校共同給食調理場で南小学校と３中学校の給食調理を行っており、経常的な

経費の支出となっております。１１節の需用費の７行目の修繕料はボイラーの修理や搬

入口のシャッターの修理が主なものとなっております。備考欄の最終行の給食用の消耗

品でございますが、前年度と比較しますと、昨年度は給食用のトレー等の買替を行った

ため今年度は支出減となっております。１８４、１８５ページをお開きください。１５

節工事請負費の共同調理場給食調理器具取替工事は炊飯システムの取替工事を行ってお

りますので、増額となっております。その他は経常的な経費の支出となっております。

以上が学校教育課教育総務課の平成２７年度の歳入、歳出の説明でございます。 

次に１９３、１９４ページをお開きください。４の基金の（ヘ）の奨学資金貸付基金

は、現金、貸付金合わせまして、３月３１日の決算年度末現在高３,８７２万円となっ

ております。昭和５８年から奨学資金の貸付が開始され昨年度までに１１８名の方達に

貸付を行っております。内訳といたしまして、償還を終えた方が６９名、償還中の方が

３０名、償還の猶予者が７名、貸付中の方が新規の方を含めまして１２名となっており

ます。（ヲ）の義務教育施設整備基金につきましては、先ほど説明いたしましたように

教育振興基金へ統合されたため３月３１日の決算年度末残高は０円。（レ）の教育振興

基金は現金で３月３１日の決算年度末残高は２億６,２９３万２,０００円となっており

ます。最後になりますが、主要な施策の成果に関する報告書の５４から５６ページにか

けて教育総務課分を掲載しておりますので、ご参照ください。以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

説明が終わりました。これから質疑を行います。まず歳入の方からいきます。２０、

２１ページの中ほどの１１款１項３目１節ですね。いいですか。次２８、２９、１３款

２項１目、２目、１節、２節、いいですか。次、利子及び配当金です、３６、３７。教

育総務課所管は義務教育施設整備基金運用収入と奨学資金貸付基金運用収入、それと１

番下の教育振興基金運用収入ですね、いいですか。次に３８、３９の上の方ですね。な

しですね。それから４１ページ、６目、いいですか、次４２、４３、１番上のところの

１１目ですね。いいですか。次、雑入が下から４段目、町村有建物災害共済金、第二中

の落雷に伴う共済金です。いいですか。４６、４７、２０款１項３目、小学校の施設整

備事業債、いいですか。歳入終わりますが、あとでまた歳出と絡みが出て時に質問あれ

ば受けたいと思います。次、歳出行きます。１５２、１５３、１０款１項１目、２目、

ここで何かありましたらどうぞ。金子委員。 

○委員（金子恵委員）



職員手当のところの特殊勤務手当というのが４３万４,４００円というふうに出てお

りますが、これの内訳と条例のどの部分に当たるのかというところをご説明いただきた

いと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

特勤手当につきましてはちょっと今、詳しい資料持ち合わせておりませんので、内訳

についてはちょっと説明できないんですが、教職員の先生方の教職員調整手当というも

のがこちらの方に含まれております。条例につきましては、特にそれについては謳って

おりません。 

○委員長（喜々津英世委員）

金子委員。 

○委員（金子恵委員）

条例に謳ってないということですが、その謳ってないのをこの特殊勤務手当というこ

とで、手当を支給していいものなのでしょうか。ちょっとその点はいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

本来、条例に謳ってない手当については支出するということができませんので、来年

度ですね、条例どおりの支出になるように変更をしていただくように考えております。

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員）

休憩を閉じて委員会を再開します。他にありませんか。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

この特殊勤務手当というのは指導主事の職員に対する手当だと思うんですけれども、

この指導主事の人数が最初は１人だった、そして２人になり３人になりという形にどん

どん少しずつ増えてきているんですけれども、まずその根拠っていうか、なぜこのよう

に増えてきているかっていう点が１点と、職員定数にも関わってくると思うんですよね、

全体の町職員の。そこの指導主事職を増やすことによって、本来、事務方っていうんで

しょうか、の職員が１名減になることによる弊害と申しますか、１つは、これはこども

課だったと思うんですけれども、幼稚園の部分をですね、こども課の方に仕事をもらっ

て、こども課としてはちょっと困惑している状況がちょっと答弁でいろいろ見えてきた

んですね。ですので、その点をひっくるめてちょっと答弁をいただければと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

帯田次長。 



○教育委員会教育次長（帯田由寿君）

教育委員会の定数がございますので、指導主事が１名増えても２４名という定数は変

わってない。何故変わらないかというと、今までスポーツ振興課長と生涯学習課長が２

人おりましたが、今回から生涯学習課長がスポーツ振興班の分も統括してみるという形

になりますので、その分は人数的には変わらない。だからどうしても、今、小学校２名、

中学校２名という形で今指導主事が課長も理事も含めてですけども入れてますけども、

他の市町関係とですね比較しても、これは平成２７年度のですね、子どもの児童生徒数

なんですけども、長与町が３,７５３名ほど子供さんいらっしゃいますけども、それに

近い、島原市が３,６２８名、南島原市が３,６１１名、雲仙市が３,５０７名、ここの

指導主事が島原市で７名、南島原市で７名、雲仙市で５名という形で、うちが今増えて

４名ですので、まだまだ現場サイドでの指導主事の本来の活動が今できてなかったもの

ですから、お願いをして増やさせていただいたというのが現状でございます。それと、

先ほどこども政策課の方に幼稚園の就園補助ですね、その分を渡しておりますけども、

それはどうしても子ども関係の手続きがこども政策課の方で一括して行われるというこ

とで、住民の方の利便性を図るということで、補助金の交付だけをお渡して、あとの幼

稚園等の指導関係、それに関しましては、幼保小連ですか、そういう形で常に幼稚園と

か保育所とかとも常に連携をとりながら指導的なこともさせて頂いてます。その内容、

指導の内容に関してはですね、ちょっとうちの理事の方から説明させますけどもそうい

う形で、そういう補助の業務を一括してお願いをしている、あとの指導関係というのは

私どもが行うということでさせていただいております。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。なければ次に１５４、１５５ページ、７節から１９節まで、ここ

でありましたらどうぞ。金子委員。 

○委員（金子恵委員）

ちょっと少額なんですけど、この教育委員会事務事業点検評価時の謝礼ということで

２万円出されておられますが、教育委員会の事務事業の点検評価というのはどのような

項目でどのようなところで次に活かそうというふうな取り組みなのか、そのところちょ

っと詳しく。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

２名の先生に、うちの事務事業評価は、項目としては企画の方でされている事務事業

評価の項目とちょっと似通っている部分も多いんですけれども、様式を作りまして、そ

れについて点検をうちの方が評価をして、それについてその２名の先生方に行った活動

について評価をしていただいて、１冊の本にまとめまして、それを議会の方に一部提出

をさせていただいてるものです。 



○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。いいですか今の。１５４、１５５で、どうぞ。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

１５５ページの８報償費の中で、学校通学区域検討委員謝礼ということで上がってる

わけですけれども、この検討委員会でどういう具体的な検討が出るのかですね。もう、

基本的に通学校区域というのは決まってるのと、あと、一部選択制ということは理解し

てるつもりなんですが、ここで上がってるこの検討というのが何を検討するのかですね、

これをお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

今ご指摘のあったとおりですね、特に選択制のところの線引きについてっていうのが、

中心の課題になっています。具体的に申しますと緑ヶ丘団地の洗切小学校区に本来なっ

ているのですけれども、そこから長与小学校も選べますということで現在行っているの

ですけれども、今後もそれでいくのかと。例えば長与小学校の人数がこれほど大きくな

って、そこのところは考え直さなくていいのかというような課題であるとか、新たにニ

ュータウンの入口の所に土地が数十件分ですかね、開かれているようなところが情報と

して入っているけれども、そこの校区についてはいかがするのか。というような通学区

域ということで、その時々に必要な検討をこの場で行っているということです。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。いいですか。岩永委員。 

○委員（岩永政則委員）

今のこの校区の見直しの関係ですね。昨年度、２６年度も５万円払って、また今年も

５万円払ってる。その前の２５年度は見てないんですけどね。ずっと１年、１年、５万

円ずつ払ってですね、形式だけに終わっとるんじゃないですか。それでその検討の結果

というのは、何ら議会にも何も報告もないしですね、先ほどの事務事業評価にしまして

もね、議員には何らその配られてない、何も知らないというね、こういう状況であるも

んですから、もう少しその検討したならしたで、やっぱり見えるようにするべきじゃな

いかということと、私も何回も質問もしてきてですね、やっぱり投資をした１８学級、

洗切があったわけですからね。それで長与小がどんどん増えていく。こういうことで、

もう５，６年前からずっと見直しを、校区は洗切小で決まってあるわけですので、そう

いうことで見直しをすべきだと、こう提言もしながら来たんですけどもね。教育長に言

わせると、各学年１学級になるとですね、変えましょうというふうに思とっとさ、と言

われるけれども、そういうその１学級になったから、それじゃその見直すなんてね、そ

ういう根拠じゃないわけで、それだけそのこちらもまただんだん増えるとまた投資が出

てくる、向こうは空いていると。だから早くしなさいよと。本来は校区は洗切ですから、



ですね。ある時期に選択をしてきたわけですけれども、これがやっぱり弊害になってい

るわけですよ。だからやっぱり早くするべきだというふうに思うんですが、その点と２

つ見解をお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）

帯田次長。 

○教育委員会教育次長（帯田由寿君）

今言われるように各校区を点検して周るんですけども、今現在、洗切小学校区が将来

どのような推移をするのかということも、加えてご説明をさしていただいております。

それによって、今後のですね、校区の見直しを時期的なものも含めてですね、そういう

ものも含めて検討をさせていただいてるのが現状でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

同じところなんですけれども、小学１年生、６年生ですかね、かろうじて小人数とい

うことで、何とか単一学級を逃れたとかというような状況もありながら、この間推移を

してきてるような状況で、大きく恒常的に複式学級と言うのかな、２クラス以上のクラ

スができていくっていう状況じゃなくて、１学級になるのか２学級クラスになるのかっ

ていうとか、そういう経緯をたどりながら、今やっているわけなんですね。それで、例

えば、緑ヶ丘を洗切の方に編入するとなった場合に、非常に難しいのが兄弟さんがいら

っしゃるところをどうするかというところで、難しくなってくるんじゃないかと。一つ

は利便性を考えて一部選択制ということで、完全選択制のところは非常に序列化がなっ

て弊害の方が顕著になってきたんですが、利便性を考えて一部選択制はしてみたものの、

いざこれを戻すとなる時にいろんな難しい問題が出てくると思うんですよ。実際問題こ

の検討委員会においても、そのあたりは課題になってるかと思うんですよ。恐らくもう

丸投げじゃなくて、その中でどういう議論がなされてるのかも一定ご存知のことかと思

うんですが。例えば仮に洗切に戻そうとした時に、いきなり戻すっていうのはもう非現

実的で、連綿として兄弟さんがいる家庭というのがあるわけですから、どういう形で戻

すことが可能なのか研究もされてるのかですね、また、同じような状況をされている他

の自治体の状況なんかも研究されてるのか、そのあたりの考え方なりが、もし、まだ決

定事項では当然ないわけですけれども、これだけ毎年こういう会議が開催されているの

であれば、そのあたりの研究した今の内容あたりを少しご説明いただければと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

まさしくご指摘のとおりですね、この会議に出している資料は、今の０歳児から６歳

児、いわゆる今後６年間の推移がいかになるかっていうようなものも基礎資料として提



供しながらですね、それ以降のことを検討していくと。また今議員ご指摘のとおり、単

年度でぐらっと変えることは絶対にできないということで、制度設計後、移行期間とい

うのを必ず持たなければいけないというようなことは、他の市町のやり方の中にも出て

きておりますので、その辺を含めて、内々の考え方としては持って対応しているところ

です。 

○委員長（喜々津英世委員）

次に行きます。１５６、１５７。安部委員。 

○委員（安部都委員）

１５７ページ、児童・生徒補助支援員のことなんですけれども、各学校に特別支援委

員が１１名と、教員補助員が５名というところなんですが、幼稚園から小学校１年生に

上がった時に、１年生ギャップという問題が何か以前起こってそしてまたこういうふう

に１年生の方で補助もつくようなったと思うんですが、今現在、その１年生に対するこ

ういう補助がついて、現在の状況を教えていただきたいのと、それからこれは障害児の

補助員は入ってるんですかね、ちょっとそこのところを教えていただいて。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

教員補助員というのは、小学校１年生を対象にということで各学校に配置しておりま

す。小学校１年生ということですので都合５名、それから特別支援教育の支援員という

のは特別支援学級の子どもを支援するということではなくて、通常学級において特別な

支援を要する子が本当に、率として相当在籍しております。担任１人では、例えばその

子が教室を飛び出すと残りの３０人は待たなければいけないというような状況になった

り、その子どもさんの特質で傍についてずっと落ちつかせれば授業に参加できるとか、

いろんなタイプの子どもさんがいらっしゃいますので、そのための支援ということで入

れている部分もございます。ただし、長与小学校には５名配置をしておるんですが、難

聴の児童、それから車椅子で移動するために介助を常時必要とする子どもとか、それぞ

れの学校の、しかもその子どもの特質に合ったような形での配置を行っているところで

す。あわせて、中学校の方にも３校で５名配置しておりますので、都合特別支援教育支

援員として１７名、それから先ほど言いました１年生への対応というので５名というこ

とで２２名配置をさせていただいて、大変効果を上げているというふうに考えていると

ころです。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

先ほどの説明とちょっと違いますね、長与小学校は４名ですね。 

○委員長（喜々津英世委員）



近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

申し訳ございません。私が手元で見た資料は今年度の資料でしたので、昨年度は４名

のトータル２１名というのが正しいということで訂正させてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

そうですね、２８年度から難聴のクラスが多分１クラス増えたと思うのでそれで人１

人増えたと思います。そしてあと、その各小学校には１年生には１名しかいらっしゃら

ないので、それぞれクラスを周るのに大変じゃないかなというふうなことも予想される

んですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

ご指摘のとおり大変な部分は否定できないと思いますが、やっぱり学校としては与え

られた人員で最高の結果を出せるように努力いただいていると理解しています。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

今年度から、その難聴とか手がいる子達、多動性の子供たちとか、そういった子供た

ちに対する予算がかなり文科省から増えてると思いますので、今後はそしたらもっと手

厚い指導をされるということで理解してよろしいですね。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

こちらの児童生徒補助支援員さんに関する国からの補助はありませんので、今は町の

単独で事業を行っているということでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

了解しました。これ単独ですね、それで、やっぱり足りないと思うんですよね、どう

しても、かなり厳しい状況でやはり町の事業として単独事業として行っているので、そ

このところは、別に障害児の方とかそれぞれのところはまた国からのいろんな予算が入

ってきますので、そこのところまた手厚く、すいませんこれ要望になってしまいました。

よろしくお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員）



他にありませんか。次いきます。次のページ、山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員）

１１節の需用費のところでの修繕費ですけども、長与小と南小学校体育館の多分修理

だと思いますけども、これは、この年度に２校しか申請がなかったのか。他もあったけ

ど、経費面で先まわししたのか。質問いたします。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

先ほど説明した需要費の中の長与小学校の体育館の観覧席の修繕と南小の雨漏り、こ

れは教室っていうかですね、の部分の雨漏りですね。修繕費なので、その都度、学校の

方から要望があった部分について予算を考えながら支出をさせていただいております。 

○委員長（喜々津英世委員）

次１５８、１５９。１６０、１６１。小学校教育振興費、ここで何かありませんか。

ないようでしたら、１６０、１６１の１０款３項中学校費、次のページも全てです。こ

こで何かありましたらどうぞ。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

１６１ページの要保護、準要保護児童の就学援助費についてお伺いをしたいんですが、

現段階で、新１年生に当たる子でこうした申請をされた場合に、最初の支給月ですね、

これは本町の場合は何月に支給になるんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

和田係長。 

○係長（和田久美子君）

新１年生の最初の振り込みにつきましては、６月に支給をいたしております。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

今、盛んに子供の貧困ということでやはりこういったことがクローズアップされてる

中で、例えば中学生、小学校でも中学校でも一緒なんですけれども、新たに１年生にな

る場合は学用品それからいろんな備品を準備しないといけないということで、それに何

とか間に合わせようということで、幾つかの自治体においてはこれを早めようというこ

とで、そういう努力をされてる自治体が増えてきつつあるなというふうに報道等もされ

てますよね。長与町もやはり子育ての町ということで力を入れるっていう方針を持って

いらっしゃるんであれば、やはりそういったことにも、これは決算ですけれども、今後

こういった実情の中ではですね、検討していく必要があると思うんですが、そのあたり

の考え方をお聞かせいただければというふうに思います。 

○委員長（喜々津英世委員）



帯田次長。 

○教育委員会教育次長（帯田由寿君）

今現在６月支給というふうになっておりますけども、できるだけ書類等が揃いました

ら一日でも早く振り込めるように、うちの方も事務の方を改善してまいりたいというふ

うに思います。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

堤委員。 

○委員（堤理志委員）

努力をされるという姿勢はですね、結構なんですけれども、１日でも早くということ

で言えば実際問題、分かりますよね、学用品それから靴とかいろんなもの、ランドセル

とか準備するには４月よりも前にどうしても必要だということで、そこを念頭に置いて

他の自治体は努力をされてるんですよ。ですから、ひと月１週間早まったよとか、そう

いう考えはないと思いますけれども、そういうことを念頭に置いた努力は必要じゃない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

帯田次長。 

○教育委員会教育次長（帯田由寿君）

できるだけ早く支給をさせていきたいと思いますけども、どうしても予算年度がござ

いますので、４月以前に支給というのはちょっと難しいと思いますけどもできるだけ早

い時期に、書類等が揃いました時点で、お支払いをさせていくように進めてまいりたい

と思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。安部委員。 

○委員（安部都委員）

子どもと親の相談員なんですけれども、これは２７年度は何件ぐらいの相談があった

のか、また内容的にはどういったことがあったのか教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

子どもと親の相談員で、来室者と相談をした件数っていうのが大きく違いますが、小

学校で総数で１万４,５００ぐらいの来室があります。そのうち相談ということになる

と１,５７８という数で出ておりますが、これを小学校、中学校それぞれで考えてみま

すと１日の平均来室が１５、６人。そのうち１日の平均相談が１.７人、中学校では平

均の来室が１日１０人、そのうち相談は０．４人というような形で子ども達が様々な、

単に相談するだけではなくて、ある意味、いろんな場合の居場所、相談するまでにはな

いけれども、何かそのよりどころとして相談室なりを活用してもらっているという状況



であるというふうに捉えています。 

○委員長（喜々津英世委員）

安部委員。 

○委員（安部都委員）

そうですね、その中にはやはり小学校でも１５、６人で１日当たり１.７人というと

ころで、やはりあの深刻な悩みというのはあると思うんですね、そこはやっぱりいじめ

関係もあるとは思うんですけれども、そういった対応策ですね。どのようにお考えでし

ょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

相談内容をすいません、申しておりませんでした。基本的には、小学校では友人関係

というのが１番多い。意地悪をされた、いらつくとか、あの人の物言いは言い方が悪い

とか、そういうようなレベルの相談とか、学級の中で男の子と女の子の仲が悪いである

とか、中学校の入学準備はどうすればいいんですかというような相談もあっていると。

逆に中学校になると、友達とどうすればうまく話せるんですかとかっていう、やっぱり

思春期としての相談もあっていると。それから同じようにやっぱり友人関係。中学校に

なって出てくるのは、親御さんとの関係がうまくいかないのだけれどもとかっていうよ

うな相談も受けているというように報告を受けています。相談を受けた内容については、

それぞれ学校で日誌のような形で学校長、管理職まで上がるようになっておりますので、

その上で然るべき対応が必要なものについては、そこからまた指示を出して対応すると

いうような体制づくりができています。 

○委員長（喜々津英世委員）

次に中学校費、まだですか、小学校費、堤委員。 

○委員（堤理志委員）

同じく子どもと親の相談員報償費の件でお伺いをしたいんですけれども、たしか同僚

議員も以前同じような質疑をされたことがあろうかと思うんですけれども、確かに居場

所といいますかね、雑談程度のことでそこに来て話すというようなこともありますけれ

ども、一方ではやっぱりきちっとした相談をやりたいという子どももいらっしゃる。そ

ういった時に、深刻なと言いますか、きちんとした相談をしたい子どもさんを本来は優

先しないといけないのに、やっぱり雑談する子どもがいるところで、そういった時にこ

の相談員さんもどう対応したらいいのかっていうのを悩んでいらっしゃるのかなってい

う気もするんですが、そのあたりはどう実際何か対応策なりがご承知であればお聞かせ

いただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 



○教育委員会理事（近藤徳雄君）

知り得る事例の中では、子ども達が来室する数が多いのは、雨が降って運動場が使え

ないというような時には相談室を使っていいよ、来ていいよというような形で対応する

がために人数が増えるというのが一つあります。先ほどご指摘のような、今日は相談の

人以外は使えませんとかいうような、もうそれぞれの学校において、ニーズを計りなが

らしているというところもございますし、実は、子どもと親のということで保護者の方

の相談を受け付ける際などはやはり守秘義務が発生いたしますので、そのような際には

子供も入室できませんと。今日は、あとから来てねとかっていう表示を掛けてあったり、

それぞれの学校で工夫して対応しておられるというふうに認識しています。 

○委員長（喜々津英世委員）

次のページ、中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

すいません、中学校だけじゃなくて小学校のところもあわせてなんですけれども、学

校評議員という報償費の件でお伺いしますが、それぞれの学校で何名ずつ配置というこ

とと、恐らく学校経営等々のことで県の教育委員会とかの決まりがあって、学校評議員

をなっていただいて会議をされてると思うんですが、その会議の回数を教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

各学校で３名から４名で、年に２回評議委員会を行っております。 

○委員長（喜々津英世委員）

中村委員。 

○委員（中村美穂委員）

学校評議員の選定は恐らく、地域の方とか学識経験とかかなと思うんですが、どのよ

うな方を選任されてますか。 

○委員長（喜々津英世委員）

近藤理事。 

○教育委員会理事（近藤徳雄君）

はい、今お話にあったように、学識経験者であるとか、地域の代表の方、それからこ

れまでの経験で考えると、先代のＰＴＡ会長の方であるとか、学校の様子をよく知って

て、ある意味この学校評議員制度が始まった時には、校長の応援団として地域の方に学

校教育に参画していただくというような趣旨がございましたので、そういう力になって

いただける方ということで選任しているということでございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。ありませんか。次いきます。中学校費、１６３までですね、１６

５の１番上段まで。じゃ、１６４、１６５の中学校教育振興費まで。次に１６６、１６



７の１番上段の部分ですね。安部委員。 

○委員（安部都委員）

１６３ページの中学校の一般備品の件なんですけど、これは電子黒板を購入、他には

何か購入されたのか、そしてまた電子黒板は各学年全部で配置をされたのか、ちょっと

そこら辺を教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

中学校の方で電子黒板はここの項目では、長与第二中学校の方に３台と、高田中学校

の方に３台購入をしております。中学校におきましては全学校に配置はしております。

台数が、長与中学校に１９台、長与第二中学校に６台、高田中学校に４台整備をしてお

ります。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。なければ次行きます。１８２、１８３、学校給食費関係です。１

８４、１８５の上段部分までです。何かありましたらどうぞ。堤委員。 

○委員（堤理志委員）

学校給食費の件でお伺いをいたしますけれども、食材を調達する時に、何といいます

か、その時々で高騰したり、いろいろあるかと思うんですよね。それで、何か聞くとこ

ろによると、最近、非常に食材が大きく高騰したりという問題があるということで、今

回２７年度なんですが、そういう動向を見て２８年度のことをいろいろ考えないといけ

ないと思うんですが、今現状、そのあたりの経済情勢といいますかね。農産物の状況を

見て、対策なりを検討がされているのか、それとも例年どおりの考えなのか、このあた

りはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員）

分かりますか。帯田次長。 

○教育委員会教育次長（帯田由寿君）

給食費でございますが、平成２６年度に小学校で１５０円、中学校で１００円を上げ

てるような状態でございます。そういうことで２７年度はそのままの金額で行っており

ますし、今後考えられるのが消費税の関係がございますので、それまでは今の金額で頑

張っていきたいというふうには考えております。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員）

いいですか。他にありませんか。歳入、歳出それから主要な施策の成果に関する報告

書、それから基金。安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

寄附金と基金のことでお尋ねしたいんですけれども、寄付金を受けますよね。すると

それは、基金にまず入るというふうに考えていいものでしょうか。お尋ねします。 



○委員長（喜々津英世委員）

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君）

先に寄附金の歳入項目に入ります。 

○委員長（喜々津英世委員）

帯田次長。 

○教育委員会教育次長（帯田由寿君）

寄附金等を受けた場合に、それをどちらに充当するか、そのまま直接、その目的って

いうか、小学校で言いますと、小学校の図書を購入したりとかそういうところに充当す

るか、もしそういう目的は何もなければその後に繰入金という形で基金に持っていくか。

その時の予算状況によってどちらに振り分けるかというふうになろうかと思います。 

○委員長（喜々津英世委員）

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員）

私は、ふるさと納税との絡みですよね。これが基金に入ってしまうと、頂く時に寄附

金の使い道っていうのを７項目指定してるんですけれども、実は受けの基金の方はもう

まとめられてしまって一本化されてしまってるんですね。だから、直接事業に目的の方

に予算を受けで予算立てして、出しも同じように予算立てで出せばはっきり使い道どお

りに移るんですけれども、基金に入れてしまうと、もう分からなくなってしまうってい

う状況なんですよ。これは入りの方は多分担当、産業振興課がされているのであれだと

思うんですけれども、この今のままの７項目ではちょっとおかしくないのかなと。これ

はたしか私、当初予算の時も申し上げたんですが、そのまままだ変わってないんですよ

ね。今度９月にいろいろ変えたでしょうけども。本当は向こうで聞くべきかもしれない

んですけれどもそこの管理をなるべくちょっとちゃんとお金に色が付いてないとはいえ、

ふるさと納税のいいのは使途を指定できるということがまずメリットですよね。納税者

のメリットなんですよ。だから、そこのとこちょっと担当課としてはっきりと管理をし

ていくっていうことを、今後どうやっていくか、無理。いやいや、受けがそうしないと

出は。もういいです、ここで切って、答弁は求めなくて。 

○委員長（喜々津英世委員）

他にありませんか。いいですか。本当にいいですか。はい、じゃ質疑なしと認めます。

これで、質疑を終わります。教育総務課、それから学校教育課所管を終わります。本日

はこれにて散会します。ご苦労さまでした。 

（散会 １６時２５分） 

委員長 


